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はじめに 

 
千葉県千葉リハビリテーションセンター（以下「センター」）は、リハビリテーション医療施設（病院）、医療

型障害児入所施設「愛育園」、児童発達支援センター、障害者支援施設「更生園」及び補装具製作 

施設等で構成され、身体に障害を有する方々に対し、入院・外来診療または一定期間の入所により、 

高度の医学的、社会的及び職業的リハビリテーションを総合的に行い、家庭・社会復帰の促進を図ると

ともに、県内の同種施設に対する技術的な助言、支援を行うなど本県障害者リハビリテーション体制の

中心的な役割を果たしている。 
センターは、昭和５６年の設置から４０年近くが経過し施設の老朽化が進むとともに、制度改正などの

時代の流れとニーズに応じて、必要な施設改修を繰り返してきたために狭隘化などの課題も抱えている。 
そのため、県では、今後センターに求められる役割・機能を明確化した上で、効率的かつ効果的な 

施設の整備を図るために、有識者等で構成する「千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備検討

会議」の意見を伺いながら基本計画を策定した。 
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1. 基本機能計画 

(1) センター設置までの経緯・沿革 
ア 戦後の福祉施策 

昭和３０年代における国の福祉施策は、生活保障を基本とした施設収容を中心に置き、コロニー

的発想による福祉施設体系を構築し、先進都道府県では大規模施設としてのコロニーを建設した

が、その当時の施設は、施設内での終生入所が基本となっていた。 

こうした中、１９５７年（昭和３２年）に労働福祉事業団が設立され、労災病院の労働福祉事業団

への移管等による障害リハビリテーションの推進により、医療リハビリテーションの重要性が高まった

こともあり、１９６８年（昭和４３年）に千葉県肢体不自由児協会、肢体不自由児父母の会からコロニ

ー設置の陳情を受け、本県のコロニー建設の構想が発足した。 

 

イ センターの設立趣意 

本県では、障害児者の社会復帰を積極的かつ効果的に達成するため、身体に障害のある児者

を一定期間入所させ適切な指導、治療、訓練、保護等はもとより、県内各施設に対し、助言、援助

を行うため、医学的、社会的リハビリテーション機能を有するセンターを１９８１年（昭和５６年）に  

設置した。設置に当たっては、県内の身体障害児者に関わる県立施設（袖ケ浦福祉センター療育

園及び桜が丘育成園）を統合するとともに、これに新たに補装具製作施設を加え、これら各施設の

有機的な連携を図ることによって、本県障害者リハビリテーション体制の中心的、指導的な役割を

担ってきた。 

 

ウ センターの変遷 

センターは、制度改正等の時代の流れとニーズに応じて、各施設の統廃合や新設等、必要な施

設改修を繰り返しながら、身体障害児・者に対する総合リハビリテーションを提供してきた。 

 

主な沿革 概要 

１９８１年 

（昭和５６年） 

センターの建設工事が完了した翌年の昭和５６年に、県内２か所の肢体

不自由児施設（袖ケ浦福祉センター療育園、桜が丘育成園）と成人の身体

障害者更生指導所等を集約し、福祉施設として運営を開始。 

１９９１年 

（平成３年） 

重度身体障害者更生援護施設の建設工事が完了し、重度身体障害者

更生援護施設（桜が丘更生園）をセンター内へ移転。 

成人の医学的リハビリテーションや関節外科等の医療ニーズから、リハビリ

テーション医療施設を設置し、医療機関として位置付け。 

１９９８年 

（平成１０年） 

肢体不自由児施設の約半数の病床にあたる部分を改修し、重症心身障

害児施設（陽育園）を設置。 

２００３年 

（平成１５年） 

肢体不自由者更生施設（第一更生園）と重度身体障害者更生援護施設

（第二更生園）を統合し、肢体不自由者更生施設（更生園）を設置。 

２００６年 

（平成１８年） 

地方自治法の一部改正を受け、平成１８年４月からセンターの管理運営

については、指定管理者制度を導入。 

２０１２年 

（平成２４年） 

肢体不自由児施設（愛育園）と重症心身障害児施設（陽育園）を統合し

て、医療型障害児入所施設（愛育園）を設置するとともに、児童発達支援セ

ンターを設置。 
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(2) センターの概要 
ア 施設概要 

開設日 １９８１年（昭和５６年）４月１日 

所在地 千葉市緑区誉田町１－４５－２ 

最寄り駅 鎌取駅より１．７ｋｍ（敷地内まで路線バス及び専用バス有り） 

敷地面積 ４０，３９４．４１㎡（その他職員住宅等の敷地含む ５７，０２６．１０㎡） 

延床面積 ２７，１９７．４１㎡（建築面積 ６，９８３．０４㎡） 

建物構造 鉄筋コンクリート造４階建（一部地上３階、地下１階） 

 
本館棟 

ＲＣ造 地上３階建 

延べ面積 約５，３８０㎡ 

左記延べ 

面積合計 

27,197 ㎡ 

※本館・中

央・居住棟

は通路によ

り連結され

ているた

め、延べ面

積は概算 

 
中央棟 

ＲＣ造 地上４階建 

延べ面積 約８，７４０㎡ 

 
居住棟 

ＲＣ造 地上３階建 

延べ面積 約９，２４０㎡ 

 

更生棟 

ＲＣ造 地下１階、地上

３階建 

延べ面積 ３，８３７㎡ 

 
駐車場 

利用者用：１４４台 

職員・公用車用：２４０台 

そ の 他

の 附 属

建  物

な ど 

渡り廊下（中央棟－特別支援学校） 

渡り廊下（中央棟－更生棟） 

ポンプ室 

福祉車両展示ステージ 

リハビリテーション療法部門倉庫 

愛育園倉庫 

防災倉庫 

避難橋（居住棟－特別支援学校） 

指定管理 指定管理者：社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 

        【職員数】  ５０８人（令和元年６月現在） 

          ※医師２３人、看護師１７１人、理学・作業療法士１１８人 

現指定管理期間：２０１６年度（平成２８年度）～２０２０年度（令和２年度） 

 

イ 機能概要 

（ア） リハビリテーション医療施設 

リハビリテーション医療施設は医療法に基づく病院であり、小児・成人の外来部門及び成人の

入院部門を担当している。 

ａ 外来機能 

【診療科】 

リハビリテーション科、整形外科、リウマチ科、脳神経内科、小児神経科、小児整形外科、 

精神科、泌尿器科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、

歯科、麻酔科   

来院動線 

通学路

現病院配置図



 

4 
 

【診療日及び診療時間】 

      診 察 日：月曜日～金曜日、土曜日 

      受付時間：９時００分～１７時００分（月曜日～金曜日）、９時００分～１２時００分（土曜日） 

        休 診 日：日曜日、国民の祝日、年末年始 

ｂ 入院機能 

  患者の疾患や入院目的に応じて、３種類の病棟を運用している。 

・一般病棟 ３３床 リウマチ・変形性関節症・脳血管障害等の患者 

・回復期リハビリテーション病棟 

 ５０床 脳血管障害・脳外傷（高次脳機能障害）等の患者 

・障害者病棟 ２７床 脊髄損傷・重度の高次脳機能障害等の患者 

ｃ 手術機能 

・整形外科（脳性麻痺や関節疾患等の患者）、泌尿器科、歯科等 

 

（イ） 医療型障害児入所施設「愛育園」 

愛育園は、医療法に基づく病院、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設と、障害者総

合支援法に基づく療養介護施設の３つの性格を持っている。 

ａ 入所機能 

・年長社会的入園病棟 ６０床 重症心身障害者（療養介護） 

（18 歳以上）  濃厚な医療が必要な重症心身障害児 

・年少社会的入園病棟 ３３床 医療的ケアが必要な重症心身障害児・肢体不自由児 

（18 歳未満）  自立レベルが低い重症心身障害児・肢体不自由児 

・療育病棟 ３２床 自立レベルが高い重症心身障害児・肢体不自由児 

・親子入園 ７床 療育者と障害児（親子） 

 

（ウ） 児童発達支援センター 

児童発達支援センターは、児童福祉法に基づく医療型児童発達支援センター及び障害者総

合支援法に基づく生活介護サービス事業所であり、重症心身障害児者の通園事業及び相談支

援事業等を実施している。 

ａ 未就学児通園「えぶりキッズ」 ５名 重度障害等のある未就学児及びその家族 

ｂ 就学児通園「えぶりクラブ」 ５名 特別支援学校在籍の重度障害等のある重症心

身障害児 

ｃ 成人通園「えぶり」 ６名 重度障害等のある重症心身障害者 

 

（エ） 障害者支援施設「更生園」 

更生園は、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設として施設入所支援を行うとともに、

施設障害福祉サービスを提供し、障害者の家庭・社会復帰、就労等の支援を実施している。 

ａ 施設入所支援 ５６名  

ｂ 日中活動支援   

 ・自立訓練（機能訓練） ３６名 肢体不自由を有する身体障害者手帳の取得者 

 ・自立訓練（生活訓練） １０名 肢体不自由を伴わない高次脳機能障害を有する者 

 ・就労移行支援 １０名 一般就労を希望する障害者 

 ・就労定着支援 －名 一般就労した障害者（就職後６か月後から） 

 

（オ） その他の機能 

ａ 高次脳機能障害支援センター 

高次脳機能障害支援センターでは、脳損傷による中途障害である高次脳機能障害を有する

者に対し、就労支援、復学・就学継続支援、対人関係能力向上支援、自動車運転再開支援や

家族支援を行っている。また、千葉県高次脳機能障害支援拠点機関の一つとして、当事者やそ

の家族、関係者に対して、社会復帰のための相談支援、正しい理解の普及啓発のための講演

会やシンポジウムの開催、高次脳機能障害の支援手法などに関する研修等を行っている。 
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ｂ 補装具製作施設 

障害者福祉法に基づく補装具製作施設として、身体障害児者に対して、日常生活及び職業

の能率向上を図るため、義足、義手等の補装具の製作・修理、筋電電動義手の取扱いなどを 

行っている。 

ｃ 福祉用具利活用施設 

障害児者の生活、学習及び就労等の支援を目的として、理学療法士や作業療法士等により、

社会復帰を目指す利用者に対する福祉用具の試着等を行っている。また、関係機関等への 

情報発信、センター職員や外部機関職員を対象にした研修による人材育成、福祉用具の評価

や開発助言等を実施している。 

ｄ 千葉県中央障害者相談センター ※千葉県健康福祉部障害者福祉推進課の出先機関  

センター内にある県の機関である中央障害者相談センターは、身体障害者更生相談所及び

知的障害者更生相談所として専門的・技術的中核機関としての役目を担っている。障害者の 

更生援護に関し市町村を通じて身体障害者や家族の相談に応じ、医学的判定、心理学的判定

及び職能的判定を行っている。 

 

ウ センターの特徴 

（ア） 県内唯一の総合リハビリテーションセンター 

医療施設、障害児入所施設、障害者支援施設、補装具製作室等の一体運営により、医療的

リハビリテーションから福祉サービスを利用した就労支援等による社会復帰に至るまで、幼児期

から高齢期までの各ライフステージに沿った包括的な総合リハビリテーション機能を有している。 

 

（イ） 民間では対応の難しい障害への対応 

センターでは、民間施設では対応が難しい脊髄損傷、高次脳機能障害、医療的ケアの必要

な重症心身障害児者を中心に、高度な医学的リハビリテーションや福祉サービスを提供している。 

 

（ウ） 隣接施設との療育支援体制を構築 

センターでは、隣接する千葉県立袖ケ浦特別支援学校や千葉県こども病院との連携による 

療育支援体制が構築されている。 

 

（エ） 県内地域リハビリテーション水準の向上 

千葉県リハビリテーション支援センターとして、県内９か所の地域リハビリテーション広域支援 

センターへの支援を行い、医療機関や保健・福祉施設、市町村、保健所等の関係機関との連携

強化による地域リハビリテーションを推進している。 

また、地域の重度の障害児者に対応できる専門スタッフの育成が必要であることから、センタ

ーの持つノウハウを活用し、医療・福祉・行政機関・学校向け研修会等の開催や、医師・看護

師・セラピスト等の派遣指導、研修医・実習学生・市町村研修生等の受入れ等を行っている。 
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(3) センターの利用状況等 
ア リハビリテーション医療施設 

（ア） 外来 

外来患者数の推移を見ると、２０１２年度（平成２４年度）の４１，４１６人から２０１８年度（平成

３０年度）は４６，８１８人と、年々増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 入院 

センターは患者の疾患や入院目的に応じて、一般病棟、回復期リハビリテーション病棟、障害

者病棟の３種類の病棟を運用している。 

ａ 一般病棟（３３床）※現在の建物では２Ａ病棟 

主にセンターで手術を行った患者を受け入れており、疾患別内訳は関節・骨折が５９％。 

ｂ 回復期リハビリテーション病棟（５０床）※現在の建物では３ＡＢ病棟 

他の急性期病院等において脳血管疾患等に関する手術を行った患者をリハビリテーショ

ン目的で受け入れており、疾患別内訳は脳血管障害が６８％、頭部外傷が８％。 

また、民間では対応が難しい高次脳機能障害を有する患者の割合は、全体の３８％（脳

血管障害３０％、頭部外傷８％）。 

ｃ 障害者病棟（２７床）※現在の建物では３Ｃ病棟 

他の急性期病院等において手術を行った患者のうち、治療に時間を要する脊髄損傷等

の患者を受け入れており、疾患別内訳は脊髄損傷が６８％。 
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      病棟別の利用率の推移を見ると、一般病棟は、直近の５年間は８０％を割り込み、７０％台で

推移している。回復期リハビリテーション病棟は８０％台後半から９０％台、障害者病棟は９０％

台で推移している。 
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イ 医療型障害児入所施設「愛育園」 

病棟別の利用率の推移を見ると、年長社会的入園病棟（18 歳以上）は９０％台後半、年少社

会的入園病棟（18 歳未満）及び療育病棟は９０％前後で推移している。 
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ウ 児童発達支援センター 

機能別の利用率の推移を見ると、未就学児通園「えぶりキッズ」は、ばらつきがあるが、ここ数年

は１００％に近い利用率であり、就学児通園「えぶりクラブ」は、平成２８年度のサービス開始から  

利用率は低い状況ではあるが、徐々に上昇している。また、成人通園「えぶり」は、９０％前後で  

推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※えぶりクラブは平成２８年度開園のため、開園からの３ヵ年の推移を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各通園事業の現定員数と登録者数の推移 

通園事業 現定員数 H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ 

未就学児通園 

「えぶりキッズ」 
５人 ２８人 ３３人 ３９人 ４７人 ４８人 ４８人 ４１人 

就学児通園 

「えぶりクラブ」 
５人 ―人 ―人 ―人 ―人 ２５人 ２８人 ３０人 

成人通園 

「えぶり」 
６人 ９人 １５人 １４人 １３人 １２人 １３人 １３人 
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エ 障害者支援施設「更生園」 

機能別の利用率の推移を見ると、施設入所支援は７０％前後で推移してきた。また、機能訓練、

生活訓練は８０％以上で、就労移行支援は年度によりばらつきがあり、７０％台から９０％台で推移

している。 
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（定員１０人） 



 

11 
 

(4) センターを取り巻く環境 
ア 県内の人口及び障害児者の状況 

（ア）県内人口及び身体障害者等の状況 

ａ 県内人口の減少と高齢化の推計 

本県の人口は２０１５年（平成２７年）の６，２２３千人（高齢化率２５．４％）に対し、      

２０３０年（令和１２年）は５，８０６千人（高齢化率３１．３％）、さらに２０４０年（令和２２年）は 

５，３５８千人（高齢化率３６．５％）であり、人口減少と少子高齢化が進展することが予測され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※出典「千葉県保健医療計画（２０１８年（平成３０年）４月）」 

 

ｂ 高齢化の進展による県内入院患者の推計 

高齢化の進展によって、千葉県における入院患者数は２０１３年度（平成２５年度）の    

３２，５５６人から２０３０年度（令和１２年度）４４，９９３人へ１．３８倍に増加することが予測され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典「千葉県保健医療計画（２０１８年（平成３０年）４月）」 
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千葉県将来推計人口
0～14歳 15～64歳 65～74歳
75歳以上 年齢不詳 高齢化率

一般・療養病床における千葉県入院患者の将来推計 

2013 年度 

(平成 25 年度) 

2025 年度 

(令和 7 年度) 

2030 年度 

(令和 12 年度) 

2035 年度 

(令和 17 年度) 

2040 年度 

(令和 22 年度) 

6,223       6,122        5,987       5,806       5,592        5,358 
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ｃ 身体障害者の推移 

本県の将来推計人口と平成２８年度の本県障害者手帳発行状況を基に、１８歳以上の 

身体障害者の将来推計を試算すると、２０１５年（平成２７年）の１７５，０９６人から２０３０年

（令和１２年）の１８８，３７１人へ１．０７倍に増加することが予測されており、高齢化の進展や

障害者の増加等に伴うリハビリテーション需要増加が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典「国立社会保障人口問題研究所（２０１８年（平成３０年）３月推計）」 

※出典「第六次千葉県障害者計画（２０１８年（平成３０年）３月）」 
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（イ）重症心身障害児（者）及び医療的ケア児者等の状況 

ａ 少子化と医療的ケア児の推移 

全国の０～１９歳の人口は２００５年（平成１７年）から２０１５年（平成２７年）にかけて年々減

少傾向となっているが、厚生労働科学研究「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・

保健・教育等の連携に関する研究」では、全国の０～１９歳の医療的ケア児は２００５年（平成

１７年）から２０１５年（平成２７年）にかけて増加傾向となっていることが分かる。 

※出典「厚生労働省 厚生労働科学研究「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育

等の連携に関する研究」（２０１８年（平成３０年）」 

※出典「総務省 国勢調査（２０１３年（平成２５年）」 

 

ｂ 県内医療型障害児入所施設の状況 

県内の医療型障害児入所施設等における利用率、入所者年齢構成は以下のとおりであり、

一部空床については短期入所枠として使用しているため、どの施設もほぼ満床状態での運用

となっている。また、入所者年齢構成を見ると、愛育園を除く他の施設では２０歳未満よりも２０

歳以上の入所者が多くなっている。 

項目 愛育園 Ａ施設 Ｂ施設 Ｃ施設 Ｄ施設 Ｅ施設 

利 用 率 93.9% 96.6% 97.5% 100.0% 100.0% 100.0% 

入所者割合 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 0～9 歳 23.4% 8.6% 19.2% 6.0% 2.0% 3.5% 

 10～19 歳 32.3% 9.5% 14.1% 2.0% 4.0% 15.5% 

20 歳未満 55.7% 18.1% 33.3% 8.0% 6.0% 19.0% 

 20～29 歳 22.6% 17.2% 24.4% 4.0% 12.0% 10.3% 

 30～39 歳 16.1% 18.1% 19.2% 18.0% 18.0% 16.4% 

 40～49 歳 5.6% 29.3% 15.4% 46.0% 30.0% 23.3% 

 50～59 歳 0.0% 16.4% 6.4% 24.0% 34.0% 24.1% 

 60～69 歳 0.0% 0.9% 1.3% 0.0% 0.0% 6.9% 

 70 歳以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

20 歳以上 44.3% 81.9% 66.7% 92.0% 94.0% 81.0% 

※出典「千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基礎調査報告書(平成３０年度）」 

 

なお、千葉県重症心身障害児（者）を守る会の調査では、都道府県別の療養介護・医療型

障害児入所施設のベッド数は、人口１万人当たりの全国平均値が１．７２床であるのに対して、

千葉県では０．９０床と、全国ワースト３の少なさであるとされている。 
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ｃ 医療型障害児入所施設（県内６施設）の待機者数の推移 

センターを含め県内に６施設設置されている医療型障害児入所施設等における待機者数

は、２０１４年（平成２６年）の６９人から２０１９年（平成３１年）には１２９人に増加している。 

特に、１８歳以上の成人の待機者が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典「千葉県重症心身障害児（者）入所施設における入所待機者調整会議」 

 

ｄ 在宅の重症心身障害児者等のサービス需要 

本県が２０１８年度（平成３０年度）に実施した「重症心身障害児者及び医療的ケア児者実

態調査」では、県内の重症心身障害児者数は１，４９５人であり、このうち、医療的ケアが必要

な児者は７３２人。また、重症心身障害児者のうち在宅の児者は９１４人となっている。 

在宅の障害児者における「利用希望があるが利用できていないサービス」についてのアンケ

ートでは、入院・入所サービスとして、入所施設２１６人、成人になっても入院可能な医療機関  

１００人、在宅支援サービスとして、短期入所３４５人、レスパイト入院１９７人、放課後等デイ 

サービス１５９人、学校卒業後の通所１５６人、単独通園（預かり）療育１０２人が要望しており、 

利用できていない理由として「施設等がない・定員に空きがない」が多く挙がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目回答者数の色塗りは、アンケート回答者８２２人に対して、２４％以上の回答があったサービス項目は濃色、 

１２％〜２４％の回答があったサービス項目は薄色。サービスを利用できない理由の欄の色塗りは、サービス項目

回答者数に対して５０％以上の回答数があった理由項目を濃色、３０〜５０％の理由項目を薄色。 

※出典「千葉県重症心身障害児者及び医療的ケア児者の実態調査（２０１８年度（平成３０年度）」 

1 2 3 4 5 6
入院・入

所中

本人が望

まない

施設等が

ない・定
員に空き

がない

医療的ケ

アに対応
していな

い

子どもの

体調・症
状等によ

り預ける
事が不安

希望する

サービス
の利用条

件ではな
い

その他

A 在宅訪問医療（診療所） 97 2 6 42 7 1 26 15
B 入院可能な専門医療機関(病院) 84 3 6 33 7 17 17 15
C 成人になっても入院可能な医療機関(病院) 100 1 3 49 6 21 17 14
D 歯科診療 65 3 9 14 11 6 10 13
E 訪問歯科 80 3 10 31 8 2 12 16
F 病院でのリハビリ 78 3 4 41 3 4 12 16
G 訪問看護 49 2 6 11 7 3 17 6
H 訪問リハビリ 98 5 8 41 3 4 25 18
I 訪問薬局 62 2 1 28 4 1 16 10
J 医療施設でのレスパイト入院 197 5 7 135 17 29 31 15
K 居宅介護(ヘルパー) 84 2 7 23 14 10 25 11
L 移動支援(ヘルパー) 118 1 8 39 16 14 41 16
M 訪問入浴 107 3 13 24 4 9 35 21
N 単独通園（預かり)療育 102 2 1 51 31 16 12 9
O 親子通園療育 32 2 1 10 3 5 9 5
P 保育園や幼稚園での障害児保育 103 1 1 45 47 19 13 5
Q 放課後デイサービス 159 3 7 89 44 15 24 8
R 特別支援学校での医療的ケア対応 45 1 3 3 15 8 13 11
S 学校卒業後の通所 156 2 3 107 30 10 23 12
T 入所施設 216 1 7 167 18 27 24 14
U 施設での短期入所 345 3 21 229 51 56 38 23
V グループホーム 137 0 7 87 25 13 25 6
W 計画相談・障害児相談支援 43 3 2 21 3 1 5 11
X 福祉タクシー 80 0 5 14 7 4 37 22

サービスを利用できていない理由

利用希望があるが利用できてないサービス

項
目
の
回
答
者
数
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イ 袖ケ浦特別支援学校とセンターとの連携状況 

千葉県立袖ケ浦特別支援学校の児童生徒の状況を見ると、全児童生徒のうち２０％程度が 

愛育園に入所している。また、医療的ケアが必要な児童生徒、人工呼吸器を使用する児童生徒は

増加傾向にある。また、通学している多くの児童生徒がセンターに通院し、診療やリハビリ訓練を 

受けている。 

 

全児童  

生徒数 

(100%) 

通学児童 

生徒数 

(%) 

院内学級 

児童生徒数 

(こども病院) 

(%) 

愛育園 

入所 

児童生徒数 

(%) 

医療的ケア 

実施者数 

【再掲】 

(%)※ 

人工呼吸 

器使用 

【再掲】 

(%)※ 

2014 年 
(平成 26 年) 209 

131 
(62.7) 

30 
(14.4) 

48 
(22.9) 

40 
(22.3) 

9 
(5.0) 

2015 年 
(平成 27 年) 203 

130 
(64.0) 

26 
(12.8) 

47 
(23.2) 

46 
(25.9) 

13 
(7.3) 

2016 年 
(平成 28 年) 181 

110 
(60.8) 

28 
(15.5) 

43 
(23.7) 

45 
(29.4) 

17 
(11.1) 

2017 年 
(平成 29 年) 179 

109 
(60.9) 

24 
(13.4) 

46 
(25.7) 

46 
(29.7) 

17 
(11.0) 

2018 年 
(平成 30 年) 177 

110 
(62.1) 

31 
(17.6) 

36 
(20.3) 

49 
(33.6) 

22 
(15.1) 

※出典「千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基礎調査報告書(２０１８年度(平成３０年度）」 

 

ウ 障害者の就労 

就労意欲のある障害のある人は毎年増加しており、千葉県内の新規求職件数は２０１３年度 

(平成２５年度）の７，０１１件から２０１６年度(平成２８年度）の７，８８８件へ増えており、就職件数も、

２０１３年度(平成２５年度）の２，５７２件から２０１６年度(平成２８年度）は３，１６０件と増加している

が、新規求職件数と就職者数の間に開きがあり、多くの働く意欲のある障害のある人が就職の機会

を得られない状況にある。障害者が地域生活を送るためには、経済的自立は重要な課題となって

いることなどが、「第六次千葉県障害者計画」において示されている。 

 

エ 病床機能の再検証 

今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、団塊の世代が全員７５歳

以上となる２０２５年(令和７年）において、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療

を効果的かつ効率的に提供する体制構築を目指し、千葉県地域医療構想を策定している。各  

医療圏において病床機能別(高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に必要となる病床数を推計

し、地域医療構想の定義に沿ったものとなっているか各圏域の地域医療構想調整会議で議論する

こととしている。 

２０１８年度(平成３０年度）の第３回千葉地域医療構想調整会議では、定量的基準に基づき平

成２９年度における病床機能別病床数の整備状況を推計しているが、この整備状況と地域医療構

想における必要病床数を比較すると、高度急性期は６７床、急性期は２７２床の過剰となり、回復期

は３７３床、慢性期は１０１床の不足となっている。新センターの病床数については、他施設との  

役割・機能分担を考慮し、こうした方向性に即したものとする必要がある。 
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※出典「第３回千葉県地域医療構想調整会議(２０１８年度(平成３０年度））」 

 

また、厚生労働省は、２０１９年(令和元年）９月に、高度急性期、急性期機能に関する医療機能

について、一律の基準に基づき分析し、がんや脳卒中、救急医療等の９領域の診療実績等が少な

いとされる公立・公的医療機関名を公表した。(全国４２４医療機関、千葉県では当センターを含む

１０医療機関） 

これらの医療機関に対しては、医療機関が担う急性期機能等やそのために必要な病床数等に

ついて再検証することを求めている。 

必ずしも医療機関そのものの統廃合を決めるものではなく、また、医療機関が将来担うべき役割

や、それに必要なダウンサイジング・機能分化等の方向性を機械的に決めるものでもなく、今回の 

国の分析だけでは判断しえない診療領域や地域の実情に関する知見も補いながら、地域医療調

整会議での議論を尽くし、２０２５年のあるべき姿に向けて必要な医療機能の見直しを進めることと

している。 

県では、令和元年度第１回千葉地域医療構想調整会議において、センターが今回の国の分析

では判断されていない、民間では対応が難しい重度の障害のある方に対する総合リハビリテーション

を提供する役割を担っていることを説明した。 

 

オ 障害者の二次障害予防 

「千葉県保健医療計画」では、「総合的な健康づくりの推進」を掲げている。この具体的取組とし

て、生活習慣病やがん等の発症予防や重症化予防を挙げており、これらの疾患に関する情報発信

や早期発見の特定健診、年１回の検診による健康管理の必要性の周知及びこれらの取組の推進

を目指している。 

 

カ 地域支援体制の構築 

「千葉県保健医療計画」では、障害があっても、その人らしく地域で安心して暮らしていける社会

づくりを進めるため、障害のある人やその生活を視点の中心に置いた、健康づくり・医療・福祉施策

の総合的な連携体制と生活基盤の一層の充実に取り組んでいく必要があるとしている。 

施策の具体的展開として、相談・支援体制の充実強化、訪問看護事業所・居宅介護事業所等

との連携、在宅の重症心身障害児者及び医療的ケア等を要する障害児への支援の推進等を挙げ

ている。 

 

（参考）千葉保健医療圏における医療機能別病床数について

１．平成29年度病床機能報告の結果

必要病床数
①

病床機能報告
②

差引
(②－①)

過不足

高度急性期 1,077 937 ▲ 140 不足
急性期 3,028 4,451 1,423 過剰
回復期 2,520 994 ▲ 1,526 不足
慢性期 1,859 1,662 ▲ 197 不足
休棟等 120

計 8,484 8,164 ▲ 320

２．定量的基準に基づく病床機能別の必要病床数と推計値及び平成28・30年度の配分後の推計値

必要病床数
①

推計値
②

差引
(②－①)

過不足
配分病床数

③
合計

④(②＋③)
差引

⑤(④－①)
過不足

高度急性期 1,077 1,127 50 過剰 17 1,144 67 過剰
急性期 3,028 3,194 166 過剰 106 3,300 272 過剰
回復期 2,520 1,866 ▲ 654 不足 281 2,147 ▲ 373 不足
慢性期 1,859 1,558 ▲ 301 不足 200 1,758 ▲ 101 不足
休棟等 425 425

計 8,484 8,170 ▲ 314 604 8,774 290
※１　平成30年度第3回千葉地域医療構想調整会議の資料２－４のうち表1及び表２を抜粋
　（H29年度病床機能報告において、市内診療所の休棟分（6床）が正しく報告されていなかったため６床分計上されていない。）
※２　平成28年度に配分した病床数のうち、平成29年度の病床機能報告に反映済みの病床数は除く

H29年度の病床機能別の推計値（※１） H28年度及びH30年度配分病床数(※２)

H29年度病床機能報告（29.7.1時点）（※１）



 

17 
 

キ 地域共生社会の実現 

「第六次千葉県障害者計画」では、「障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の 

構築」を目標に掲げている。社会全体の中で、誰もが役割を持ち、活躍できる地域共生社会の  

実現を目指しながら、障害のある人が、その人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の 

中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備する必要がある。 
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(5) 各施設機能の課題 
現センターの利用状況、取り巻く環境等を踏まえ、現センター各施設が抱える課題は下記のとおり。 

 

ア リハビリテーション医療施設 

(ア） 外来機能 

障害特性に基づく二次障害だけではなく、日常生活を脅かす健康阻害因子(生活習慣病・  

メタボリックシンドローム）も認知されており、健康増進・予防の観点から、民間では対応の難しい

脊髄損傷等の重度の障害者に対する健診等の取組が求められている。 

 

(イ） 病床機能 

ａ 一般病棟 

一般病棟では、主に人工関節手術、脊髄損傷による膀胱瘻手術等が必要な患者等を  

対象としており、特にこの５年間の利用率は７０％台と低くなっている状況を踏まえて病床整備

を行う必要がある。 

ｂ 回復期リハビリテーション病棟 

回復期リハビリテーション病棟では、主に高次脳機能障害を伴う脳血管障害等の民間では 

対応の難しい患者を対象としており、利用率は８０％台後半から９０％台で推移している。千葉 

保健医療圏における病床数は不足が見込まれているが、他の医療機関との役割分担を踏 

まえて病床整備を行う必要がある。 

ｃ 障害者病棟 

障害者病棟では、主に重度の脊髄損傷や高次脳機能障害等の民間では対応の難しい 

患者を対象としており、利用率は９０％台で推移している。入院日数の制限がなく、重度患者

が十分に機能を回復し、社会復帰を目指すために重要な病棟であり、他の医療機関からの 

重度患者の受入要請や、今後の高齢化の進展に伴う患者の増加、千葉保健医療圏における

病床数の不足等を踏まえて病床整備を行う必要がある。 

 

イ 医療型障害児入所施設「愛育園」 

愛育園は、主に重症心身障害児者を対象に入所支援を実施しており、各病棟の利用率は８０％

台後半から９０％台で推移している。また県内の他の医療型障害児入所施設等(５施設）において

も利用率が９０％台後半から１００％と高い状況にあり、センターを含めた県内６施設の待機者数は

増加傾向にある。また、厚生労働省科学研究では、全国の０歳から１９歳までの人口は２００５年

(平成１７年）から２０１５年(平成２７年）にかけて減少傾向になっているが、医療的ケア児の数は 

増加傾向にあることも示されている。 

センターの病棟運用上の課題としては、社会的入園病棟(年長・年少 計９３床）の病床数が  

不足していることから、療育病棟(３９床）においても保護が必要な社会的入園児者を受け入れて 

いるため、対象疾患や目的に応じた効率的な病棟運用ができていない。 

また、本県が２０１８年度(平成３０年度）に実施した「重度障害児者及び医療的ケア児者実態 

調査」におけるアンケート調査では、施設での短期入所を求める回答が最も多く、在宅の障害児者

に対する支援体制の充実が求められている。 

これらの現状を踏まえた病床整備を行う必要がある。 

 

ウ 児童発達支援センター 

児童発達支援センターは、主に在宅の重症心身障害児者を対象に通所による療育支援等を 

実施しており、未就学児通園「えぶりキッズ」及び成人通園「えぶり」の２０１８年度(平成３０年度）の

利用率は９０％台で、登録者１人当たりの利用可能日数は週１～２日に留まっている。一方、就学

児通園「えぶりクラブ」の２０１８年度(平成３０年度）の利用率は５０％台と低い状況にあるが、登録

者及び利用率は緩やかに上昇している。 

サービス提供に当たっては、児童福祉法の改正に伴い愛育園施設の一部を改修して、平成２４

年度に児童発達支援センターを整備したことから、条例定員数の３０名に対して十分な活動スペー

スを確保できておらず、利用者の希望に沿ったサービスを十分に提供することができていないため、

活動スペースの拡充が求められている。  
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エ 障害者支援施設「更生園」 

(ア） 入所支援 

高次脳機能障害を有する者や肢体不自由者等を対象に入所支援を実施しているが、日中 

活動に係る支援技術の向上により入所期間が短縮していることから、２０１８年度(平成３０年度）

は利用率が７０％を割り込み、１日当たりの平均入所者数は３８．２人と低い状況となっている。 

(イ） 日中活動支援(自立訓練） 

自立訓練(機能・生活）の２０１８年度(平成３０年度）の利用率は、機能訓練が９４．４％、生活

訓練が８５．０％であり、こうした現状を踏まえた定員数とする必要がある。 

(ウ） 日中活動支援(就労支援） 

就労移行支援の２０１８年度(平成３０年度）の利用率は７６．７％で 1 日当たりの利用者数は 

８人程度であるが、障害のある人の就労ニーズが増加していること等から、就労支援体制の強化

を図る必要がある。 

 

オ 高次脳機能障害支援センター 

高次脳機能障害支援センターにおいても、高次脳機能障害を有する者を対象に就労支援を 

行っていることから、より効率的、効果的な支援を行うため、更生園の就労支援機能との統合を

図る必要がある。 

 

カ 補装具製作施設・福祉用具利活用施設 

補装具製作施設では、義肢装具士が補装具の製作や修理を行うとともに、福祉用具利活用

施設では専門職員による福祉用具を活用した在宅復帰の支援等を実施している。技術等の  

向上に伴い補装具や福祉用具は多様な開発が進んでいることから、利用者の在宅復帰に向け

た最適な選択・活用がなされるための環境整備が必要となっている。 
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(6) 施設設備の現状及び課題 
センターが設置された昭和５６年以降、障害者基本法や障害者自立支援法、障害者総合支援法の

施行、障害福祉サービス等報酬や診療報酬の定期的な改定など、医療・福祉サービス制度が大きく 

変化してきた。これに伴い、センター各施設機能の統廃合・新設等による施設改修を繰り返してきたため、

既存施設は老朽化、狭隘化、分散化などの課題を抱えている。 
 
ア 老朽化 

(ア） 水漏れや空調機器等の故障が増加 

天井配管からの水漏れや、トイレ・洗面台等の水回り設備の故障、エアコンや換気扇といった

空調機器の故障、豪雨時には壁などから雨漏りも多く発生しており、随時対応している。 

(イ） 一部施設における耐震上の問題 

地震に対する安全性について、耐震改修促進法等では、ＩＳ値が０．６以上の場合に、地震の

振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと規定している中、０．６を下回って

いる建物もある。入院や外来患者の安全確保のために、耐震性を確保する必要がある。 

 

イ 狭隘化 

(ア） 療養環境の悪化 

リハビリテーション医療施設や愛育園の病室は５人床や６人床が多く、重度の障害児者の受入

れに伴い病室内の医療機器が増えたことによる狭隘化や、他の患者との距離が近いことによる

心理的ストレスなどにより、療養環境が不十分な状況となっている。 

また、新たな患者・利用者を受け入れる際には、性別や障害特性等に配慮を要するため、 

大部屋ではベッドコントロールが難しい状況にある。 

(イ） 感染症患者を管理するための個室不足 

感染症にかかりやすい小児や高齢者、術後の患者に配慮した環境が重要であるが、インフル

エンザやノロウイルス等の感染症の防止対策(隔離）のための個室が不足している。 

(ウ） 訓練室等のスペースが不足 

昭和５６年の設置当時と比較して、施設の運用方法や患者属性が異なり、リハビリテーションを

必要とする患者や理学・作業療法士等の人数も増加したことから、訓練室等が不足している。 

(エ） 職員用スペースが不足 

施設の統廃合や新設などの度重なる増改築に当たり、利用者用スペースを優先して確保して

きたことから、職員執務室や会議・研修室等の職員用スペースを十分に確保できず、打合せや

会議等の場所の確保に苦慮しているため、職員の職場環境に対する配慮も必要となる。 

(オ） 駐車場の不足等 

利用者駐車場は、常時混雑しており、ゆとりある駐車場の整備が求められる。また、雨天時に

は、センター正面玄関は、雨よけの庇が少ないため、バスや送迎車両の乗降者により混雑が  

発生している。正面玄関をはじめ、車両を乗り降りする車寄せや駐車場までの雨よけ設備の整備

が求められる。 

 

ウ 動線の複雑化や関連機能の分散配置 

施設の統廃合や新設などの度重なる増改築により、一部の外来診察室や検査装置が棟や 

フロアをまたがって配置されていることから、利用者・職員にとって非効率な動線となっている。 

また、利用者エリアと職員エリアが分離されていないこと等から、セキュリティ上の対応が必要と 

なっている。 
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(7) 新センターの基本方針 
ア 基本方針 

『障害児者が、地域等においてその人らしい暮らしを実現できるよう支援する』 

○県内唯一の総合リハビリテーションセンターとして、民間では対応の難しい障害児者に対する高度で

専門的な総合リハビリテーションの提供を充実し、家庭・社会復帰等を促進する。 

○センターの持つノウハウを活用した地域支援体制の強化を図り、県全体のリハビリテーション水準を

向上させ、もって、障害児者が地域等でその人らしい暮らしを実現できるよう支援する。 

 

イ 取組方針 

(ア） 高度専門的なリハビリテーション医療の提供 

〇引き続き、高次脳機能障害、脊髄損傷等への対応 

〇地域医療構想等を踏まえた適切な病床数の確保 

〇県内唯一の総合リハビリテーションセンターとして、障害児者のライフステージに沿った医学的・

社会的・職業的リハビリテーションの提供 

〇二次障害予防のための健診・相談機能の充実 

 

(イ） 社会復帰・就労支援機能の強化 

〇障害のある方の家庭・社会復帰や就労機会の創出が図れるよう、医療や福祉の専門職による

個々の障害特性に応じた就労支援体制の強化 

〇家庭・社会復帰に向けた障害受容や心の健康状態回復への取組強化 

〇補装具、福祉用具の提供体制の強化 

 

(ウ） 療育機能・在宅支援機能の強化 

〇在宅生活をする最重度の重症心身障害児者の日中活動等の場の提供(通所支援） 

〇在宅の重症心身障害児者や医療的ケア児とその家族を支援する短期入所の受入れ体制の 

強化 

〇民間施設等では対応が困難な重症心身障害児者の受入れ体制の強化(入所支援） 

〇隣接する袖ケ浦特別支援学校との相互連携 

 

(エ） 地域支援体制構築に向けた取組の強化 

〇地域の医療機関等への指導・助言等による在宅支援の普及促進 

〇各圏域の地域リハビリテーション広域支援センターへの支援を通じた地域リハビリテーションの 

推進 

〇県内のリハビリテーションに携わる人材の育成 

 

(オ） 持続可能なセンターの運営 

〇サービスの質の向上と経営効率とのバランスを考慮した運営 
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(8) 新センターのサービス提供体制(病床数・定員数等） 
現センターの状況、取り巻く環境、施設の課題を踏まえ、新センターの病床数・定員数は以下のとおり

とする。 
 
ア リハビリテーション医療施設 

(ア） 外来部門 

障害のある小児から成人の患者に対して、診断・評価・治療・訓練などの医学的リハビリテーシ

ョンを提供する施設として、外来診療科を維持するとともに、障害者の健康増進を図るための障

害者健診にも取り組む。 

 

(イ） 入院部門 

県内人口は減少するものの、高齢者数や身体障害者手帳の区分が１級、２級の重度の障害

者もほぼ同数程度で推移するため、引き続きリハビリテーション需要が見込まれることから、センタ

ーでは今後も民間病院では対応が困難な重度の障害者に対応する。 

そのため、民間病院との役割分担、病棟別の利用率、今後の見通し等を総合的に勘案し、 

各病棟整備の方向性は次のとおりとする。 

なお、病床数の見直しについては、今後、千葉地域医療構想調整会議において合意を得る 

こととする。 

病棟構成 現在 新 増減 

一般病棟 ３３床 ２６床 △７床 

回復期リハビリテーション病棟 ５０床 ５０床 ０床 

障害者病棟 ２７床 ３４床 ＋７床 

計 １１０床 １１０床 ±０床 

 

イ 医療型障害児入所施設「愛育園」 

県内の医療型障害児入所施設（６施設）はほぼ満床状態であり、県内の施設の待機者数も増加

傾向にある。さらに、国の調査でも医療的ケア児数は増加傾向にあるとされている。 

県内医療型障害児入所施設の利用者については年齢構成に偏りがあることから、今後各施設

で一定程度受入れることも可能だが、現状の病床数では不足することが見込まれる。 

そのため、愛育園及び県内の他の医療型障害児入所施設等の利用率、待機者の状況、重症

心身障害児者等の実態調査結果等に加え、目的に応じた１病棟当たりの効率的な運用(※）等を

総合的に勘案し、次のとおり整備する。また、短期入所については現在の２０床から２５床の空床型

として運用する。 

なお、病床数の見直しについては、今後、千葉地域医療構想調整会議において合意を得ること

とする。 

病棟構成 現在 新 増減 

年長社会的入園 

病棟(18 歳以上） 
・重症心身障害者(療養介護） ６０床 ６０床 ０床 

年少社会的入園 

病棟(18 歳未満） 
・重症心身障害児・肢体不自由児 ３３床 ６０床 ＋２７床 

療育病棟 

・有目的入園 

(術後リハ、回復期リハ、療育リハ等） 

・親子入園 

３９床 ３０床 △９床 

合計(空床型短期入所を含む） １３２床 １５０床 ＋１８床 

※病院の入院基本料等に関する施設基準により、1 病棟あたりの病床数は原則６０床以下 
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ウ 児童発達支援センター 

各通園事業の利用率や登録者数、１人当たりの利用可能日数、重症心身障害児者等の実態

調査結果、今後の見込み等を総合的に勘案し、現在は施設狭隘化により対応できていない条例

定員の３０名に整備する。 

通園事業 現在 新 増減 

未就学児通園「えぶりキッズ」 ５名 １０名 ＋５名 

就学児通園「えぶりクラブ」 ５名 ５名 ０名 

成人通園「えぶり」 ６名 １５名 ＋９名 

計 １６名 ３０名 ＋１４名 

 

エ 障害者支援施設「更生園」 

各事業の利用率、今後の見込み等を総合的に勘案し、次のとおり整備する。 

なお、現在更生園で行っている就労移行支援、就労定着支援については、高次脳機能障害支

援センターの就労機能との統合を図り、別途整備する就労支援センター(仮称）において行うことと

し、就労支援センター(仮称）とともに、これまでどおり県内唯一の身体障害者の家庭・社会復帰を

目的とした入所・通所施設としての役割を果たす。 

サービス 現在 新 増減 

施設入所支援 ５６名 ４０名 △１６名 

日中活動 

自立訓練(機能訓練） ３６名 ３６名 ０名 

自立訓練(生活訓練） １０名 １０名 ０名 

就労移行支援 １０名 就労支援センタ

ー(仮称）へ 
－ 

就労定着支援 －名 

※就労定着支援は定員の設定はない。 

 

オ 就労支援センター(仮称）の整備 

障害者が地域で自立した社会生活を送るためには、就労支援は重要であることから、現在組織

を分けて運用している更生園及び高次脳機能障害支援センターの各就労機能を統合し、効率化

を図る。 

更生園就労移行支援事業等の利用率、増加する就労ニーズ、現センターで対応できていない

重度の障害者等の状況等を総合的に勘案し、次のとおり就労支援センター(仮称）を整備する。 

サービス 現在 新 増減 

就労移行支援 更生園から 

(就労移行支援１０名) 

２０名 ＋１０名 

就労定着支援 －名 －名 

精神科ショート・ケア －名 －名 －名 

※就労定着支援、精神科ショート・ケアは定員の設定はない。 
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2. 部門別計画 

(1) リハビリテーション医療施設 外来部門 
ア 基本方針 

(ア） 脳血管障害、脳外傷、脊髄損傷、神経・筋疾患、切断、脳性麻痺、小児先性天疾患、運動

器疾患などにより障害のある小児から成人の患者に対して、診断・評価・治療・訓練などの医学

的リハビリテーションを提供する。 

(イ） 患者の地域・在宅生活を支援するため、外来診療体制を維持するとともに、機能の集約化等

による患者の利便性向上を図る。 

(ウ） 障害者の健康増進に寄与するため、健診等に取り組む。 

 

イ 機能 

（ア） 診療科目 

診療科については、主に以下のとおりとする。 

リハビリテーション科、整形外科、リウマチ科、脳神経内科、小児神経科、小児整形外科、 

精神科、泌尿器科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、眼科、耳鼻咽喉科、    

皮膚科、歯科、麻酔科 

（イ） 診療科の構成 

各診療科は、内科系や外科系等、関連する診療科の診察機能を集約配置する。また、    

それぞれの診療科ブロックに受付を設置し、業務の効率化を図るとともに、健診機能については

既存の外来・検査機能により対応する。 

（ウ） 診察室数 

外来診療エリア内に現状と同じく１５室程度の診察室を設置する。 

（エ） 採血・注射・点滴・処置 

採血・採尿、注射・点滴、処置を中央化・集約化し、業務の効率化を図る。 

（オ） 診療予約制 

原則として予約制とし、各診療科の担当医師ごとに予約日と予約時間を設定することで、患者

の利便性向上と待ち時間短縮を図る。 

 

ウ 主な諸室 

・受付、待合スペース 

・診察室(感染診察室含む）、処置室、バックヤードスペース 

・歯科用Ｘ線撮影室、洗浄室 

・相談室 

・医師控室、外来勤務室 

 

エ 部門配置方針 

・外来は、外来医事分室(外来受付、支払受付、会計計算）及び総合相談部門から視認しやす

い配置とする。 

・外来は、主要動線(廊下・エレベータ）から視認しやすい配置とする。 

・外来職員のバックヤードスペースを設け、利用者と職員の動線を分離する。 
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(2) リハビリテーション医療施設 入院部門 
ア 基本方針 

(ア） 患者の様々な病態等に対応可能な病棟(一般病棟、回復期リハビリテーション病棟、障害者

病棟）を維持するとともに、多職種によるチーム医療の実践により、早期退院に向けた各種治療

や病棟内でのリハビリテーションを提供する。 

(イ） 安全かつ質の高い療養環境を提供するため、看護サービスの向上を図るとともに、施設・設備

環境を整備する。 

 

イ 機能 

(ア） 病床数 

区分 病床数 

一般病棟 ２６床 

回復期リハビリテーション病棟 ５０床 

障害者病棟 ３４床 

計 １１０床 

(イ） 病室構成 

病室は、患者の療養環境やベッドコントロール、感染症拡大防止対策、認知症対策を考慮し、

４床室及び個室を基本とした病室構成とする。 

(ウ） 病室の設備 

ベッドサイドでの診療行為やリハビリテーションが可能なスペースを確保する。 

(エ） 看護体制 

区分 診療報酬 看護体制 

一般病棟 地域一般入院基本料３ １５対１ 

回復期リハビリテーション病棟 回復期リハビリテーション病棟入院料１ １３対１ 

障害者病棟 障害者施設等入院基本料 ７対１ 

(オ） 手術機能 

手術室を整備し、主に以下の手術に対応する。 

診療科 主な手術 

整形外科 
人工膝関節置換術、人工股関節置換術、人工肘関節置換術、骨盤骨

切り術、外反母趾術、足趾形成術、観血的整復固定術 

小児整形外科 
アキレス腱切離、内外ハムストリング腱切離術、腱延長術、観血的整復

固定術、術後両下肢ギブス固定術 

泌尿器科 膀胱瘻造設術、膀胱結石砕石術(経尿道的） 

歯科 全身麻酔下での齲歯の治療(抜歯・根管治療等） 

その他 褥瘡、嚥下障害に関する治療等 

 

ウ 主な諸室 

①病棟 

・病室、観察室、処置室、食堂、配膳室、デイルーム、病棟内訓練室、面談室、脱衣室、浴室 

・スタッフステーション、カンファレンス室、職員控室 

・器材庫、リネン室、汚物処理室 

②手術室 

・手術室、家族待機室 

・中央材料室、中央材料物品室、機材コーナー、滅菌室、既滅菌室 

・勤務室、ミーティングルーム、職員控室、更衣室 
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エ 部門配置方針 

・各病棟は、リハビリテーション療法部門(成人）、検査部門へ行き来しやすい動線を確保する。 

・各病棟は、患者の転棟に配慮した配置とする。 

・病室及びデイルームはスタッフステーションからの視認性やセキュリティに配慮するとともに、 

職員が迅速に対応できる動線を確保する。 

・手術室は、各病棟と行き来しやすい配置とする。 
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(3) 医療型障害児入所施設「愛育園」 
ア 基本方針 

(ア） 民間施設等では受入れが難しい重症心身障害児者等に対し、入所により年齢にふさわしい 

生活支援と療育を提供するとともに、家族に対する子育て支援等を行う。 

(イ） 安全かつ質の高い療養環境を提供するため、サービス提供の向上を図るとともに、施設・設備

環境を整備する。 

(ウ） 障害児者が家族とともに地域社会の一員として生活できるように、地域の医療・福祉・教育  

機関と積極的に連携を図る。 

 

イ 機能 

(ア） 入園目的 

目的 備考 

長期社会的入園 
家庭崩壊や被虐待など社会的に保護しなければならない障害

児者に対し、生活の場や必要な医療・福祉サービスを提供する。 

有 期 限 社 会 的 

入園 

母親の出産や家族の入院などの一時的な理由により、在宅生

活が困難な障害児者に対して有期限で生活の場や必要な医療・

福祉サービスを提供する。 

短期入所 
家族の一時的な理由により、在宅生活が困難な障害児者に対し

て短期間(原則１週間以内）生活の場を提供する。 

親子入園 

療育者と障害児(親子）が一緒に入園し、他の家族と入園生活を

共にしながら、障害児の子育てに必要な保育やリハビリテーション、

医療管理等の療育の初期指導を８週間集中的に行う。 

回 復 期 リ ハ ビ リ 

テーション入園 

事故や疾病によって障害を負った障害児に対し、機能回復に 

向けたリハビリテーションを行い、地域の関係機関と連携を取りなが

ら地域社会へ復帰できるよう支援する。 

手術関連入園 

整形外科手術等が必要な障害児に対し、手術前後のリハビリテ

ーションと評価を行う。また、こども病院等の他院で実施した手術後

の機能回復に向けたリハビリテーションも行う。 

療育リハビリテー

ション入園 

障害児の成長過程や生活上の課題に対し、３～６か月間の短期

入園による集中的にリハビリテーションを行う。 

そ の 他 の 医 療 

入園 

外来でフォローしている障害児者に対し、軽度な疾患の入院治

療を行う。 

(イ） 病床数 

区分 病床数 備考 

年長社会的入園病棟(18 歳以上） ６０床 空床型短期入所含む 

年少社会的入園病棟(18 歳未満） ６０床 空床型短期入所含む 

療育病棟 ３０床 
親子７床含む 

空床型短期入所含む 

計 １５０床 
左記のうち２５床を短期入所として 

運用する。 

(ウ） 病室構成 

病室は、ベッドコントロール、感染症拡大防止対策、行動障害等の障害特性を考慮し、４床室

及び個室を基本とした病室構成とする。また、行動障害のある小児患者用の個室は自傷防止に

配慮する。 

病室配置はスタッフステーションからの視認性やセキュリティに配慮するとともに、職員が迅速

に対応できる動線を確保する。 

(エ） 病室の設備 

医療的ケア児への対応として、医療ガス・吸引配管を整備する。  
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(オ） 看護体制 

区分 診療報酬 看護体制 

年長社会的入園病棟(18 歳以上） 

障害者施設等入院基本料 ７対１ 年少社会的入園病棟(18 歳未満） 

療育病棟 

(カ） 医療型障害児入所施設及び療養介護施設の運営で得られるノウハウを社会に還元するため、

地域の福祉・教育機関からの実習・見学の受入れや、技術援助・指導を積極的に行う。 

(キ） 袖ケ浦特別支援学校との連携 

    隣接する袖ケ浦特別支援学校(主に肢体不自由児を対象）とは、登下校の際や授業の合間

における通院及び迅速な緊急搬送などの密接な連携体制が構築されており、今後もこの体制

を維持する。 

 

ウ 主な諸室 

①共通 

・居室、観察室、処置室、食堂、配膳室、デイルーム、面談室、脱衣室、浴室 

・スタッフステーション、カンファレンス室、職員控室 

・器材庫、リネン室、汚物処理室 

②療育病棟 

・愛育園管理室 

・個別訓練室 

・(親子用）個室居室、食堂、配膳室、デイルーム、浴室 

 

エ 部門配置方針 

・愛育園は、隣接している袖ケ浦特別支援学校との動線に配慮する。 

・リハビリテーション療法部門(小児）へ行き来しやすい動線を確保する。 

・病棟の出入管理等のセキュリティに配慮する。 

・デイルームはスタッフステーションから視認しやすい配置とする。 
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(4) 児童発達支援センター 
ア 基本方針 

(ア） 民間施設等では受入れが困難な医療的ケアの必要な重症心身障害児者等の健康管理や、

療育、日中生活の場を提供するため、未就学児、就学児、成人に対する各種通園事業、障害

児相談支援等を行う。 

(イ） 日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を通して、

疾病や障害の状態の改善を図る。 

 

イ 機能 

(ア） 定員数 

区分 定員数 備考 

未就学児通園「えぶりキッズ」 １０名 医療型５名、福祉型５名 

就学児通園「えぶりクラブ」 ５名  

成人通園「えぶり」 １５名  

計 ３０名  

 

(イ） サービス内容 

区分 サービス内容 

未就学児通園 

「えぶりキッズ」 

発達の遅れや重度の運動障害のある乳幼児期の障害児に、

家族と一緒に行う集団遊びや個別訓練等の療育の機会を提供

することで成長発達を促す。 

就学児通園 

「えぶりクラブ」 

濃厚な医療ケアが必要な就学児に、リラックスできる時間や 

仲間と過ごす楽しい余暇活動を提供するとともに、家族にレスパ

イトケアを提供する。 

成人通園「えぶり」 

濃厚な医療ケアが必要な重症心身障害者に日中活動の場を

提供し、在宅生活を支援することで生活に潤いを提供するととも

に、家族にレスパイトケアを提供する。 

 

ウ 主な諸室 

①共通 

・通園勤務室、静養室、配膳室 

②未就学児通園「えぶりキッズ」 

・保育室 

③就学児通園「えぶりクラブ」 

・放課後等デイサービス活動室 

④成人通園「えぶり」 

・成人通園活動室、浴室 

 

エ 部門配置方針 

・利用者駐車場から行き来しやすい動線を確保する。 

・袖ケ浦特別支援学校から行き来しやすい動線(同フロア、エレベータ設置等）を確保する。 

・緊急時の対応を考慮し、外来部門に近接した配置とする。  
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(5) 障害者支援施設「更生園」 
ア 基本方針 

(ア） 県内唯一の身体障害者の家庭・社会復帰を目的とした入所・通所施設として、千葉県全域 

から障害者を受け入れ、個々の目的に応じた障害福祉サービスを提供する。 

(イ） 安全かつ質の高い療養環境を提供するため、支援の効率化や利用者環境の向上を図る。 

 

イ 機能 

(ア） 定員数 

サービス 定員数 

施設入所支援 ４０名 

日中活動 
自立訓練(機能訓練） ３６名 

自立訓練(生活訓練） １０名 

 

(イ） 入所施設構成 

入所施設は、地域移行に向けた環境整備や生活の場を意識し、全室個室を基本とした構成

とする。 

(ウ） 日中活動施設構成 

    機能訓練、生活訓練は６人程度を１グループとし、効率的に運用できる複数の訓練室を整備

する。 

 

ウ 主な諸室 

①共通 

・相談室、勤務室、講師控室、ボランティア控室、更衣室 

②通所(日中サービス） 

・運動療法室、作業室、機能回復訓練室(作業療法室） 

③入所(宿泊サービス） 

・居室、食堂、配膳室、デイルーム、脱衣所、浴室 

・勤務室(スタッフステーション） 

 

エ 部門配置方針 

・機能訓練・生活訓練のため、大ホールへ行き来しやすい動線を確保する。 

・家庭・社会復帰に向けた外出訓練を行うため、外出しやすい動線を確保する。 

・緊急時対応を考慮し、外来部門へ行き来しやすい動線を確保する。  
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(6) 高次脳機能障害支援センター 
ア 基本方針 

(ア） 総合リハビリテーションセンターとしての機能を活かし、各施設、各部門との連携によって、小児

から成人まで総合的に高次脳機能障害支援を実施する。 

(イ） 社会適応力の向上を図るため、個別相談を基本に、利用者のニーズに合った集団活動等に

取り組む。 

(ウ） 高次脳機能障害の支援拠点として、他の支援機関と協力し、当事者・家族等の支援を実施 

する。 

 

イ 機能 

(ア） 高次脳機能障害に対する専門的な相談支援を行うとともに、関係機関との支援ネットワークの

充実を図る。また、高次脳機能障害への正しい理解促進に向けて、各種研修会を開催し、  

高次脳機能障害の認知度向上とニーズ掘り起こしを行う。 

(イ） 専門的で長期的な支援を必要とする高次脳機能障害を有する者に対し、個別相談、社会 

適応のための集団活動、家族支援、家族会支援、地域支援などの直接・間接支援に取り組む。 

 

ウ 主な諸室 

・相談室、集団活動室、執務室 

 

エ 部門配置方針 

・総合相談部門、就労支援センター(仮称）へ行き来しやすい動線を確保する。 

・集団活動を行うため、屋外へ行き来しやすい動線を確保する。 
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(7) 就労支援センター(仮称） 
ア 基本方針 

(ア） 高次脳機能障害、脊髄損傷、医療的ケア等の重度の障害者を対象に、医療・福祉の専門職

による評価、訓練を行うとともに、企業等への就労移行や定着支援を行う。 

(イ） 高次脳機能障害を有する者の地域復帰を支援するため、社会生活機能の回復を目的に、

個々の患者の状態に応じたプログラムに従って、グループごとに治療を行う精神科ショート・ケア

に取り組む。 

 

イ 機能 

(ア） 定員数 

区分 定員数 

就労移行支援 ２０名 

就労定着支援 －名 

精神科ショート・ケア －名 

※就労定着支援、精神科ショート・ケアは定員の設定はない。 

 

ウ 主な諸室 

・作業室、個別評価室、面談室 

・就労支援センター執務室、静養室、更衣室 

・高次脳マッチドオフィス(高次脳機能障害を有する者を対象に、次の就労につなぐために事業

団が雇用している職員のための執務室） 

 

エ 部門配置方針 

・更生園へ行き来しやすい動線を確保する。 
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(8) 補装具製作施設 
ア 基本方針 

(ア） 身体障害児者の機能を補うために、医師の処方に基づき、義肢(義足、義手）や補装具の  

作製・修理を行うとともに、他職種の連携により、生活に必要な道具の工夫や自助具の作製を

行う。 

(イ） 福祉用具利活用施設と連携し、これまでのノウハウを活かした補装具製作や情報発信等を 

行う。 

 

イ 機能 

(ア） 補装具製作・修理 

リハビリテーション医療施設、愛育園、更生園の利用者の要望を踏まえながら、補装具の製作

や修理を行う。 

(イ） 他部門との連携 

医師や理学療法士、作業療法士等と連携し、患者に対して補装具、車椅子等の相談、調整

等に取り組む。 

(ウ） 情報発信等 

義肢装具士の技能や理学療法士、作業療法士等のノウハウを活用し、福祉用具利活用施設

と連携しながら、補装具等の情報発信を行う。 

 

ウ 主な諸室 

・補装具製作室 

 

エ 部門配置方針 

・利用者の動線に配慮し、低層階に配置する。 

・リハビリテーション療法部門(訓練室）や福祉用具利活用施設から行き来しやすい動線を確保

する。 
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(9) 地域リハ推進部門(福祉用具利活用施設含む） 
ア 基本方針 

(ア） 障害児者が住み慣れた地域でより良い暮らしを送ることができるよう、研修会等を通して、県内

のリハビリテーション従事者の技術向上を図る。 

(イ） 関係機関と連携しながら、県内リハビリテーション水準向上に取り組む。 

(ウ） 福祉用具利活用施設を管理・運営し、患者・利用者の障害特性や自宅の生活環境に合った

福祉機器の相談・助言等の支援を行う。 

 

イ 機能 

(ア） 地域リハビリテーション支援体制整備の推進 

ａ 県内各所の地域リハビリテーション広域支援センターへ人的、技術的支援を行う。 

ｂ 地域におけるリハビリテーション資源やリハビリテーション活動の現状を調査する。 

ｃ 県内他施設のリハビリテーション関係職員を対象に研修会を開催する。 

ｄ 県民等を対象とした普及・啓発を行う。 

(イ） 福祉用具利活用施設機能 

ａ 患者、利用者、家族、他施設関係職員へ向けた福祉機器に関する情報発信を行う。 

 

ウ 主な諸室 

・執務室 

・福祉用具利活用施設 

 

エ 部門配置方針 

・福祉用具利活用施設は、総合相談部門から行き来しやすい動線を確保する。 
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(10) 総合相談部門 
ア 基本方針 

 小児から高齢者まで幅広い利用者に対し、センターが提供する医療・福祉・教育・就労等の各種

サービスに係る相談についてワンストップで対応する。 

 

イ 機能 

(ア） ワンストップの総合相談対応 

ａ 各種障害福祉サービスに係る相談支援 

   ｂ 医療に係る相談支援 

ｃ 相談業務管理 

  (イ） 各種研修事業 

 

ウ 主な諸室 

・相談エリア(カウンター）、面談室 

・執務室 

 

エ 部門配置方針 

・相談エリア・執務室・面談室を集約し、外来から視認しやすい配置とする。 

・地域リハ推進部門及び高次脳機能障害支援センターと連携が取りやすい配置とする。 

・愛育園と児童発達支援センターから行き来しやすい動線を確保する。 

・中央障害者相談支援センターと隣接した配置とする。 
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(11) リハビリテーション療法部門 
ア 基本方針 

(ア） 民間では対応が難しい高次脳機能障害、脊髄損傷、重症心身障害等の重度の障害児者に

対して、身体機能の向上や社会参加の促進を図るため、チームアプローチによる高度専門的な

リハビリテーションを提供する。 

(イ） ３６５日休みなく、一貫性あるリハビリテーションを実施できる体制を構築し、患者の早期回復、

早期退院、在宅生活への円滑な移行を目指す。 

(ウ） リハビリテーションの研究等に努め、質の向上を図るとともに、県内関係機関の専門職育成に

取り組む。 

 

イ 機能 

(ア） 対応範囲 

ａ 対象患者 

外来患者及び入院患者にリハビリテーションを提供する。 

ｂ 主な対象疾患 

診療科等 主な対象疾患 

リハビリテーション科 
脳卒中、脊髄損傷(頸・胸・腰）、交通事故による脳外傷、

高次脳機能障害、切断など 

整形外科 変形性股関節症、変形性膝関節症など 

リウマチ科 関節リウマチなど 

脳神経内科 パーキンソン病、脳炎、高次脳機能障害など 

小児神経科 脳炎、てんかん、高次脳機能障害、自閉症など 

小児整形外科 脳性麻痺、二分脊椎、股関節脱臼など 

精神科 高次脳機能障害、脳卒中後てんかん、そううつ病など 

眼科 斜視、弱視、視野障害など 

耳鼻咽喉科 中耳炎、メニエール病、難聴など 

 

(イ） 集中的・効率的なリハビリテーション 

ａ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、視能訓練士がチームとなり、３６５日

リハビリテーションを実施する。 

ｂ 病棟内にリハビリテーション環境を整備し、術後患者等に対し、医師、看護師等と連携し安全

な体制でのリハビリテーションに取り組む。早期の適切なリハビリテーションにより、身体機能の

回復効果を高める。 

ｃ 在宅復帰後に自立した生活が送れるよう、自宅環境を模した訓練室において日常生活動作

訓練を実施する。 

 

ウ 主な諸室  

① 共通 

・リハビリテーション多職種勤務室 

② 理学療法科・作業療法科 

【成人訓練】 

・成人訓練室(受付カウンター、理学療法エリア、作業療法エリア） 

・ＡＤＬ評価室、運転評価室 

【小児訓練】 

・小児訓練室(受付カウンター、理学療法エリア、作業療法エリア） 

③ 言語聴覚科 

・個別訓練室、聴力検査室 

④ 視能矯正科 

・視能矯正室、視機能検査室、視能電気生理室 
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⑤ 心理発達科 

・心理相談室 

⑥ 屋外 

・自動車乗降訓練スペース、屋外歩行・車椅子走行訓練場 

 

エ 部門配置方針 

(ア）施設内訓練 

・リハビリテーション療法部門は、病棟・外来から行き来しやすい動線を確保するとともに、リハビリ

機器の交換、製作、加工等をスムーズに行うため、福祉用具利活用施設・補装具製作施設と

隣接させる。 

・理学療法科・作業療法科・言語聴覚科は小児と成人ごとに機能を集約する。 

・心理発達科は、成人と小児を分けずに、成人訓練室又は小児訓練室に近接させる。 

・視能矯正科のみ、外来(眼科）部門に配置する。 

 

(イ）屋外訓練 

・自動車乗降訓練車スペースは、患者が雨に濡れずに乗降できる場所に設置し、成人訓練室

及び小児訓練室から行き来しやすい動線を確保する。 

・スロープ・各種段差等のある屋外歩行・車椅子走行訓練場を整備する。 
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(12) 検査部門 
ア 基本方針 

Ｘ線撮影装置、CT 装置、MRI 装置などの「放射線・MRI 検査」をはじめ、患者から採取した血液、

尿、その他の検体の性状や検体に含まれる物質、細菌、細胞等の「検体検査」、脳波、心電図、 

呼吸機能等の「生理検査」等を実施するとともに、信頼できる正確かつ迅速な検査データを提供 

する。 

 

イ 機能 

(ア） 放射線・MRI 検査 

放射線検査で使用する撮影機器は以下のとおり。 

 一般撮影装置、骨密度測定装置、Ｘ線ＴＶ撮影装置、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、ポータブル  

撮影装置(病棟用・手術用）、外科用イメージ装置 

(イ） 検体検査 

主な検体検査項目は以下のとおり。 

区分 主な検査項目 

一般検査 尿・糞便検査、その他一般検査 

血液検査 血液型検査、血液一般検査、血液形態検査、凝固系検査 等 

生化学検査 
電解質関係、血清蛋白分析、血液ガス関係、糖質関係、 

脂質関係、薬物血中濃度測定 等 

免疫・輸血検査 梅毒血清反応、各種ウイルス抗体検査、輸血関連検査 等 

細菌検査 
細菌鑑別検査、細菌培養同定検査、薬剤感受性検査、 

抗酸菌検査、遺伝子学的検査、院内感染対策関係 等 

(ウ） 生理検査 

主な生理検査項目は以下のとおり。 

区分 主な検査項目 

循環器系等検査 
１２誘導心電図検査、トレッドミル運動負荷心電図検査、２４時

間ホルター心電図、血管脈波検査、超音波検査 等 

神経生理検査 脳波検査、誘発筋電図検査、誘発聴力検査 等 

呼吸器系検査 呼吸機能検査、簡易ＳＡＳ検査 等 

耳鼻咽喉科検査 聴力、平衡機能検査 等 

泌尿器系検査 排尿機能検査 等 

嚥下機能検査 内視鏡検査 

 

ウ 主な諸室 

①共通 

・勤務室 

②放射線科 

・一般撮影室、ＭＲＩ撮影室、ＣＴスキャナー室、Ｘ線ＴＶ撮影室、骨密度測定室 

③臨床検査科 

１）検体検査エリア 

・臨床検査室(一般検査エリア、血液検査エリア、生化学検査エリア、免疫・輸血検査エリア）、

細菌検査室、採血ルーム 

２）生理検査エリア 

・心電図・肺機能検査室(12 誘導心電図検査、トレッドミル運動負荷心電図検査、24 時間 

ホルター心電図、血管脈波検査、呼吸機能検査 等）、超音波検査室(超音波検査）、   

脳波検査室(脳波検査）、聴力検査・筋電図・ABR 室(誘発聴力検査）、排尿機能検査室  

(排尿機能検査）、内視鏡検査室(内視鏡検査） 
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エ 部門配置方針 

放射線検査エリア及び生理検査エリアは、重度身体障害に配慮した動線を確保するとともに、 

利用者家族や大型車椅子等に配慮した待合スペースを確保する。 

①放射線科 

・外来・病棟から行き来しやすい動線を確保し、低層階に配置する。 

・放射線科(Ｘ線ＴＶ撮影、一般撮影、ＣＴスキャナー、ＭＲＩ撮影、骨密度測定）に係る諸室は、

生理検査室に隣接した配置とする。 

・大型医療機器の搬入経路・重量に考慮した配置とする。 

②臨床検査科 

・検体検査エリアと生理検査エリアは同一フロアとし、外来・病棟から行き来しやすい配置とする。 

・排尿機能検査室のみは外来(泌尿器科）部門に隣接した配置とする。 

・臨床検査室と細菌検査室は隣接した配置とする。 
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(13) 薬剤部門 
ア 基本方針 

(ア） 調剤や製剤、医薬品管理等業務をはじめ、病棟等での服薬指導や持参薬管理を行い、患者

サービスの向上を図る。 

(イ） 医師、看護師等との連携を図りながら、チーム医療における薬剤師としての専門性を発揮し、

常に安全で安心な薬物療法を提供する。 

(ウ） より安全な医薬品提供をするために、無菌状態下での注射薬の混注業務及び院内製剤に 

対応する。 

 

イ 機能 

(ア） 外来業務 

ａ 原則として院外処方とする。なお、障害の特性等により院外処方に対応できない患者に対応

できるように、薬剤部門に薬を渡す窓口を設置する。 

ｂ 患者のプライバシーに配慮するため、個室等において薬剤の説明や服薬指導・確認を行う。 

(イ） 入院業務 

ａ 病棟配置薬(毒薬・向精神薬等を含む）や持参薬等の管理、衛生面を考慮した注射製剤の

調製、服薬指導等を実施する。 

(ウ） 医薬品情報管理業務 

ａ 医薬品の適正使用を推進するため、薬品情報を収集し、職員への情報提供を行う。 

(エ） 医薬品管理業務 

ａ 適正な医薬品の購入・在庫管理を一元的に行う。 

ｂ 医薬品の品質管理を適切に行う。 

 

ウ 主な諸室 

・調剤室受付、調剤室(調剤室、薬品庫）、製剤室、服薬指導室 

 

エ 部門配置方針 

・各病棟のスタッフステーションに入院業務のためのスペースを設置する。 

・外来との近接性に配慮し、外来医事分室(外来受付、支払受付、会計計算）から視認しやすい

配置とする。 

・各病棟への輸液や医薬品等の搬送動線が患者及び利用者の動線と交差しないよう配慮する。 

・服薬指導室のみは外来部門に設け、外来の相談室等との供用を検討する。 
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(14) 栄養部門 
ア 基本方針 

(ア） 患者ニーズの多様化に対応しつつ、適切な衛生管理下で治療に役立つ食事を提供する。 

(イ） 医師、看護師、栄養士等の多職種による栄養状態の評価、栄養管理計画の立案、栄養サポ

ート活動を展開することで、患者の栄養状態の改善に取り組む。 

(ウ） 患者個々の疾患に応じた栄養食事指導を通して、患者自身が食生活を自己管理できるよう 

支援する。 

 

イ 機能 

(ア） 食事提供 

ａ 食事 

(ａ） 適温給食を実践する。 

(ｂ） 選択メニューを実施し、バリエーションに富んだメニューを計画する。 

(ｃ） 一般食や治療食の中に、季節に合わせた食材を使用したイベント食を提供する。 

ｂ 調理方式 

院内調理を基本とし、メニューや食事時間等に柔軟に対応できる新調理システムの導入等

を検討する。 

ｃ 配膳方式 

 中央配膳方式による運用とする。 

ｄ 衛生管理 

 適切な温度管理のもと安全な食事提供を実践する。 

(イ） 栄養食事指導 

ａ 外来患者への栄養食事指導は、管理栄養士が実施する。 

ｂ 入院患者への栄養食事指導は、管理栄養士が医師や看護師、薬剤師等と協働して栄養 

管理計画を作成しながら実施する。 

(ウ） 栄養管理 

ａ 栄養状態の評価と栄養管理計画の立案・実践等による栄養管理を実施する。 

ｂ 多職種連携の栄養サポートチーム(ＮＳＴ）が、患者に応じて適切な栄養管理を実施する。 

 

ウ 主な諸室 

・調理室、栄養指導室(栄養指導・検食）、栄養剤調整室、更衣室 

 

エ 部門配置方針 

・食材搬入を考慮した配置とする。 

・各病棟及び更生園へ給食を運搬しやすく、利用者等と交差しない動線を確保する。 
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(15) 医療安全管理部門 
ア 基本方針 

(ア） 医療上の事故を防止するため、発生した事故の分析・検討により再発防止策を策定し、職員

に対する教育・研修等を通してリスクマネジメント意識の向上を図る。 

(イ） 職員に対して院内感染防止対策研修会等を行い、利用者及び職員の感染症の発生・拡大 

防止に努める。 

 

イ 機能 

(ア） 各種委員会による取組 

医療安全管理委員会、リスクマネジメント部会や院内感染対策委員会を定期的に開催し、 

発生した医療上の事故の共有や検討を行い、医療安全及び院内感染防止を図る。 

(イ） 分析・評価 

医療安全・感染防止のためのリスクの把握・分析を行い、改善策の検討・実施及び改善状況

の評価を行う。 

(ウ） 職員の安全管理に関する教育研修 

全職員を対象とした医療安全管理及び院内感染防止に向けた研修を実施し、知識向上、 

安全文化醸成に努める。 

(エ） 医療安全、感染対策に関するマニュアルの作成・更新 

医療安全、感染対策に関するマニュアルを作成し、全職員に周知するとともに、適宜見直し 

を行う。 

(オ） 医療機器の安全管理に関する保守点検の実施と教育研修 

医療機器の保守点検を実施する。医療機器に関する情報収集及び情報提供を行うとともに、

医療機器の安全使用のための研修を実施する。 

 

ウ 主な諸室 

・医療安全管理室(執務室、打合わせスペース） 

・医療機器中央管理室 

 

エ 部門配置方針 

・医療安全管理室は、職員エリアに配置する。 

・医療機器中央管理室は、各病棟から行き来しやすい動線を確保する。また、手術室に行き来

しやすい動線を確保する。 
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(16) 管理部門 
ア 基本方針 

(ア） 利用者・家族、職員にとって安全・安心で安定的な環境を提供するため、必要職種の確保及

び職員の適正配置や適切な施設・設備の管理による十分な療養環境を提供するとともに、  

院内統計データ等を用いた安定的な経営基盤の確立を行う。 

(イ） 医療・福祉サービスの質の確保に向けて、利用者・家族・職員の苦情、要望等を抽出し、   

その改善策の作成、実践、評価を行う。 

(ウ） 安全で質の高いリハビリテーションを実践するための研修会の企画・開催、個々の学習・研究

機会の提供による人材育成を行う。 

(エ） 県内リハビリテーション体制のセンター的役割として、県内の関係機関に指導・援助を行うなど

の地域支援に取り組むため、専門職員の派遣や実習生の受入れ等を行う。 

 

イ 機能 

(ア） 事務関連業務 

・給与、服務、労務管理、福利厚生、保育所、退職手当等に関する業務を行う。 

・職員の採用・異動・退職、人事評価に関する業務を行う。 

・施設・設備の維持管理、物品調達・管理、委託・賃借等の契約、防災(事業継続計画の  

策定及び防災訓練等）に関する業務を行う。 

・財務、医事、企画・広報、利用者アンケート調査等に関する業務を担う。 

・診療情報の管理・提供、医療情報システムの調達・管理に関する業務を担う。 

(イ） 人材育成・管理業務 

    ・新規採用職員から管理職までの段階に応じた研修を企画・立案・実施・評価する。 

・人材育成に関する会議、委員会を運営する。 

・図書室等の環境整備、文献リファレンスの支援、研究支援の場づくりを行う。 

・職種やキャリアに応じた職員配置等の管理を行う。 

・県内の病院、福祉関連施設等と連携を図り、指導・援助に係る専門職の派遣調整を行う。 

・関係機関からの要請に基づき実習生等の受入れ調整を行う。 

 

ウ 主な諸室 

①医療局 

・医師執務室 

②看護局 

・看護局執務室 

③福祉局 

・福祉局執務室 

④事務局 

・事務局執務室、会議室、病歴室 

・外来医事分室(外来受付、支払受付、会計計算）、入院医事分室(会計計算） 

⑤職員共通 

・研修室 

・図書室 

・当直室、職員更衣室 

⑥利便施設 

・レストラン、売店 

・大ホール 

⑦供給・施設維持関連 

・防災センター(警備室） 

・リネン室、洗濯室 
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エ 部門配置方針 

・医療局、看護局、福祉局、事務局は集約し職員エリアとして配置する。 

 

以下、職員エリア以外に配置する諸室について記載。 

・事務局のうち、外来医事分室(外来受付、支払受付、会計計算）・入院医事分室(会計計算）

は、玄関ロビー周辺に配置する。 

・大ホールは、更生園及びリハビリテーション療法部門の訓練室から行き来しやすい動線を配慮

する。 

・防災センター(警備室）は、夜間使用する出入口に配置する。 

・リネン室・洗濯室等は、病棟と職員更衣室へ行き来しやすい配置とする。 
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(17) 中央障害者相談センター ※千葉県健康福祉部障害者福祉推進課出先機関 
ア 基本方針 

(ア） １８歳以上の身体障害者について、補装具・自立支援医療(更生医療）・身体障害者手帳・ 

言語聴能等に関する相談に応じるとともに、専門的立場から医学的・心理学的及び職能的  

判定等を行う。 

(イ） １８歳以上の知的障害者について、療育手帳・職親・生活・職業等の相談に応じるとともに、 

専門的立場から、医学的・心理学的及び職能的判定等を行う。 

 

イ 機能 

(ア） 所管区域 

項目 所管区域・管轄圏域 備考 

障害者相談 
千 葉 市 及 び 東葛飾 障 害 者 相 談  

センターの所管区域を除く全区域 
２８市１５町１村 

障害者条例及び障害者虐待

防止法(一部）に係る相談 千葉市  

※東葛障害者相談センターの所管区域は、松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・   

鎌ケ谷市・印西市・白井市・栄町の８市１町。 

(イ） 相談・判定(予約制） 

  所内の他、出張、巡回、訪問により補装具等に関する相談、判定を行う。 

(ウ） 聴覚及び言語障害者の相談(予約制） 

聴覚及び言語の障害を有する方の聴覚、言語機能や能力の検査、評価、診断を行い、これ

に基づく治療又は指導方針を立案、実践する。 

(エ） 障害者相談援助事業 

身体障害者及び知的障害者の更生援護に関し、市町村、施設等からの要望に応じ、専門的

な相談及び専門的・技術的な援助を行う。 

(オ） 自立支援医療(更生医療）の審査 

自立支援医療(更生医療）の要否意見書について、専門医を委嘱して審査を行う。 

(カ） 障害程度の認定審査 

身体障害者手帳の交付申請に当たり、特に、専門的な知識及び技術を必要とする事項に  

ついて、障害程度審査委員会を設置し、審査を行う。 

(キ） 市町村職員研修会 

市町村が行う援護の実施に関して、市町村に対する情報提供や職員に対する研修を行う。 

 

ウ 主な諸室 

・判定室、診察室(最低１室は専用診察室として整備）、聴力検査室、言語訓練室、執務室 

 

エ 部門配置方針 

・千葉リハビリテーションセンターの館内に配置する。 

・主要な出入口から視認しやすい配置とする。 

・診察室を兼用とする場合は、外来診察室との動線に配慮する。 
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3. 医療情報システム整備方針 

(1) 現有医療情報システムの概況 
ア 概況 

現センターにおいては、オーダリングシステムを中心に、医事会計システム、リハビリテーション 

支援システム、放射線情報システム(ＲＩＳ）、放射線画像情報システム(ＰＡＣＳ）、臨床検査システ

ム、生理検査システム、診療文書支援システム、看護師人事管理システム等が稼動している。 

 

【現行システム構成図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 医療情報システム整備方針 
ア 医療安全業務の質の向上及び業務の効率化 

システムの更新に当たっては、医療に関わる事故の発生を抑制するシステムを構築することで 

患者に対し、安全で安心できる質の高い医療を提供する。また、最適・最新の技術を踏まえたもの

とし、業務の効率化と患者サービスの向上を図る。 

 

イ 移設作業等の効率化及びコスト削減 

   ネットワークの変更やサーバ室移設時の作業の効率化を図り、現行システムからのデータ移行

では、センター職員の作業負荷の低減、コストの削減に努める。 

 

ウ 診療制限への留意 

   現センターから新センターへの業務移転に当たっては、建物完成までにシステムやネットワーク

の一部変更、サーバ室の移設等もあることから、外来診療や手術等に支障が出ないよう対応する。 

  

各モダリティ装置

放射線画像情報（ＰＡＣＳ）

放射線情報システム（ＲＩＳ）

移動食事情報

依頼情報

実施情報

依頼情報

実施情報

リハビリ支援システム
臨床検査システム

調剤支援システム

データベースソフト

クライアント（端末 １８６台、 プリンタ ７９台）

オーダリングシステム

ウイルス対策

■オーダリング
処方オーダ

注射オーダ
服薬指導オーダ
検体検査オーダ
細菌検査オーダ
生理検査オーダ

放射線検査オーダ
内視鏡検査オーダ
リハビリオーダ
食事オーダ
栄養指導オーダ

処置オーダ
予約オーダ
輸血オーダ
手術オーダ
麻酔オーダ

■オーダ同時文書
出力機能
同意書、説明書
等

手術・輸血部門機能

看護師人事管理システム
患者基本情報
受付情報

予約情報

会計情報
移動食事情報

患者基本情報

医事会計システム

・基本機能
・レセプトチェック

・自賠・労災レセプト
・再来受付
・IDカード発行

・医事データ保管
・統計データ

・予約業務
・患者情報連携

診察券発行機 歯科診療システム

調剤機器

給食管理システム

生理検査システム

検査機器

検査機器

細菌検査システム

検査機器

外注検査
システム

検査結果

■基本機能
掲示
板利用者認証
患者選択
病棟管理
受付処理
受付・実施モニタ

セット展開・登録

■診療計画
■持参薬

■処方チェック

診療文書支援システム

依頼情報

実施情報

依頼情報

実施情報

Ｗｅｂ参照

患者情報

患者基本情報

Ｗｅｂ参照

依頼情報

実施情報
検査結果

依頼情報

実施情報
検査結果

スポットチェックモニタ
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(3) 今後の取組 
ア 医療情報システム更新 

新センターの完成時期を考慮した医療情報システムの更新計画(放射線画像情報システム、 

臨床検査システム、調剤支援システム等）を検討する。 

 

イ 新センター整備計画に合わせたサーバ・ネットワークの整備の検討 

新センターの完成時期や、診療への影響を考慮したシステムの一部移転やサーバ室の整備を

検討する。 

基本設計及び実施設計の実施に合わせて、以下のとおり医療情報システムの整備計画を作成

する。 

 

年度 項目 

２０２０年度(令和２年度）～ 

２０２１年度(令和３年度） 

・基本設計 

医療情報システム整備計画(第１次案） 

・システム機能ヒアリングの実施・費用精査 

・建築計画及び基本設計図との調整 

・工事区分表との調整 

 

２０２１年度(令和３年度）～ 

２０２２年度(令和４年度） 

・実施設計 

医療情報システム整備計画(第２次案） 

・実施設計図との調整 

・工事区分表との調整 

・事業全体予算との調整 

・中長期予算計画及び整備計画の策定 

２０２３年度(令和５年度）以降 整備計画に基づきシステム仕様の調整等を実施 
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4. 医療機器等整備方針 

(1) 現有医療機器・備品等の概況 
ア 概況 

現在センターが使用している１０万円以上の医療機器等は約３，３００点あるが、医療機器・検査

機器については使用耐用期間が６年から１０年が一般的であることから、現在使用している多くの 

医療機器・検査機器は、新センターの運用開始時には使用耐用期間を超過し、経年劣化により 

性能を発揮できなくなるものと見込まれる。 

什器、家電製品等については、診療に直接影響を及ぼすものが限定されるため、備品毎に用途

及び設置場所を考慮して新センターに移設するか否かを検討する。 

 

(2) 医療機器等整備方針 
ア 稼働実態を踏まえた調達 

新センターが担うべき診療機能に必要な医療機器・検査機器については、現センターにおける 

保有台数や整備年度、稼働実態を踏まえて調達を行う。 

 

イ コストを意識した移設 

医療機器・検査機器の調達費用は高額であることから、診療行為に支障を来さない限り、新セン

ターに移設し、使用を継続していくことを原則とする。それ以外の備品についても、新センターに  

移設し、継続使用を原則とする。 

 

ウ 診療制限への留意 

現センターから新センターへの機能移転に当たり、既設の医療機器・検査機器の移設作業に 

伴う使用停止期間の発生が想定されることから、外来診療や手術等に与える影響を最小限にする

ように留意する。 
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(3) 今後の取組 
ア 適正な調達計画の作成 

調達計画の立案に当たっては、使用実態の把握のためヒアリング調査を実施し、更新の必要性

を検討する。 

医療機器・検査機器の購入に当たっては、①経年劣化・破損状況の具合、②稼働率等の使用

実態、③診療上の必要性・採算性の視点に留意し、検討を行う。 

放射線機器等の大型医療機器など高額な医療機器については予算計画に及ぼす影響が大き

いことから、費用対効果に配慮した仕様の適正化を行うとともに、調達時期が特定の年度に偏り 

すぎないように購入費用の平準化を図る。 

什器については、新センターの設計により配置計画に変動が生じるため、基本設計、実施設計の

段階で配置計画の見直しを行い、調達計画の適正化を図る。 

ＯＡ機器・家電製品、その他備品については、患者の治療や職員の執務・作業の環境が維持 

できるよう検討する。 

基本設計及び実施設計の実施に合わせて、以下のとおり医療機器等の整備計画を作成する。 

 

 

年度 項目 

２０２０年度(令和２年度）～ 

２０２１年度(令和３年度） 

・基本設計 

医療機器等整備計画(第１次案） 

・機器整備ヒアリングの実施・費用精査 

・建築計画及び基本設計図との調整 

・工事区分表との調整 

・県及び指定管理者の費用負担協議 

２０２１年度(令和３年度）～ 

２０２２年度(令和４年度） 

・実施設計 

医療機器等整備計画(第２次案） 

・実施設計図との調整 

・工事区分表との調整 

・事業全体予算との調整 

・中長期予算計画及び調達計画の策定 

２０２３年度(令和５年度）以降 調達計画に基づき機器調達を実施する予定 
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5. 施設整備計画 

(1) 施設整備方針 
ア 利用者の療養環境が充実した施設整備 

(ア） 明るく開かれた清潔感のある医療・福祉環境の創出 

(イ） バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮した施設整備 

(ウ） 利用者にとって分かりやすい動線に配慮した施設配置 

(エ） 利用者のプライバシーの確保や、障害特性に配慮した居住環境の提供 

(オ） 訓練室の拡充等による効果的なリハビリテーションの提供 

(カ） 社会復帰に向けた実践的訓練を提供するための自宅環境を模した訓練室の整備 

(キ） 十分な駐車場台数の確保と雨天時に配慮した庇等の施設整備 

(ク） レストラン・フリースペース等の憩いの場や各種利便施設の整備 

 

イ 職員が働きやすい施設整備 

(ア） 十分な執務スペースや効率的な動線等の確保 

(イ） 多職種職員が交流可能な職場環境の提供 

(ウ） 入退室管理等のセキュリティ対策の確保 

 

ウ 機能性を高める諸室配置と柔軟性のある施設整備 

(ア） 機能性を重視した諸室の配置と動線の効率化 

(イ） 制度改革や医療技術の進歩、将来需要の変化に対応できる可変性ある施設整備 

 

エ 経済性に配慮した施設整備 

(ア） メンテナンス性やライフサイクルコスト等を考慮した経済性の高い施設整備 

(イ） イニシャルコストとランニングコストのバランスのとれた経済設計 

 

オ 環境に配慮した施設整備 

(ア） 再生可能エネルギーの活用及び省エネルギーの推進 

(イ） 「千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針」を踏まえた木材の積極利用 

 

カ 災害に強い施設づくり 

(ア） 施設の耐震化・免震化等の採用 

(イ） 災害時を想定したライフラインの確保(自家発電、非常用電源等） 

(ウ） 避難経路に配慮した施設整備(水平方向に避難可能な施設構造） 

(エ） 医療用アウトレット(酸素や吸引配管等）の整備 
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(2) 想定される建物 
ア 場所 

千葉県千葉市緑区誉田町１－４５－２ 

 

イ 用途 

病院、福祉施設 

 

ウ 規模 

外来診療棟(仮称） 

地下１階、地上１０階建 

耐震構造又は免震構造等 

建築物高さ４７ｍ以下 

居住棟(仮称） 

地上７階建 

耐震構造又は免震構造等 

建築物高さ３３ｍ以下 

その他の付属物 

渡り廊下(袖ケ浦特別支援学校への通学路） 

渡り廊下(外来診療棟－居住棟） 

ポンプ室 

福祉車両展示ステージ 

その他敷地内高低差解消のための構造物 

(外来診療棟と外来駐車場を連絡するデッキ、本館棟跡地のロータ  

リー部分など） 

延べ面積 ３７，０００㎡程度 

※規模については、今後の基本設計・実施設計により精査する。 
 

エ 主要構造 

鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 
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(3) 施設計画 
センターでは、脊髄損傷、高次脳機能障害、医療的ケアの必要な重症心身障害等の重度の障害児

者を中心に、高度な専門的リハビリテーション医療や福祉サービスを提供している。 

新センターの整備に当たっては、工事期間中も患者・利用者に対するサービス提供を継続すること 

から、工事の振動や騒音などにより患者等の状態に影響が生じないよう十分に配慮しながら、新棟の 

建設工事と既存棟の解体を繰り返すローリング方式による段階的な建替え・開設を行うこととする。 

 

ア 土地利用計画 

基本計画案では、２期工事とし、１期目に外来診療棟(仮称）、２期目に居住棟(仮称）を建替える。 

既存建物を運用しながらの建替えとなるため、既存建物がない公園を 1 期目の建設用地とする。 

 

 
 

 

  

１期目工事「外来診療棟(仮称）」 ２期目工事「居住棟(仮称）」 

(主な機能） 

リハビリテーション医療施設(外来部門） 

児童発達支援センター 

高次脳機能障害支援センター 

就労支援センター(仮称） 

補装具製作施設 

地域リハ推進部門 

総合相談部門 

リハビリテーション療法部門 

検査部門 

薬剤部門 

栄養部門 

管理部門 

中央障害者相談センター 

その他機能 

(主な機能） 

リハビリテーション医療施設(入院部門） 

医療型障害児入所施設「愛育園」(病棟） 

障害者支援施設「更生園」(入所、日中活動） 

大ホール 

１期目の建設用地 ２期目の建設用地 
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イ 建物配置イメージ 

 

 

(4) 概算建設事業費 
新センターを整備するに当たり、現状見込まれる事業費は以下のとおり。 
ただし、当該概算事業費については、今後の基本設計・実施設計により精査する。 

項目 概算事業費(税込み） 

建設事業費(設計委託費、工事監理費、地質調査費含む） 約２７０億円 

  ※上記には、外構工事、家屋調査等委託費、移転費用等は含まない。 

 

(5) 施設整備スケジュール 
現状見込まれる整備スケジュールは概ね以下のとおりであるが、今後の基本設計・実施設計により 

精査する。 
 
〇令和２年度～３年度   基本設計 
○令和３年度～４年度   実施設計 
〇令和５年度以降      第１期建設工事(外来診療棟：令和８年度の供用開始を予定） 

第２期建設工事(居住棟：令和１２年度の供用開始を予定） 
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（参考）用語解説  

【あ行】 

アメニティ 環境の快適性のこと。 

医 学 的 ・ 社 会 的 ・ 

職業的リハビリテー 

ション 

医学的リハビリテーションは、病院や診療所などの医療機関で行う、理学療

法や作業療法などのこと。心身機能の回復、維持、強化などを目的とする。

社会的リハビリテーションは、社会生活力を高めることを目的とし、様々な社会

的な状況の中で、自分のニーズを満たし、一人ひとりに可能な最も豊かな社

会参加を実現する権利を行使する力を高めること。職業的リハビリテーション

は、障害のある人が働きがいのある人間らしい仕事に就きそれを維持すること

ができるようにする、職業指導、職業訓練、職業紹介などの職業サービスのこ

と。 

イニシャルコスト 施設の設計費、建設工事費などの初期投資費用。 

医療圏 病床の整備を図るべき地域的単位として設定される圏域のこと。初期の診

断・治療を担う一次医療圏、一般的な医療需要に対応する二次医療圏、特

殊な医療を担う三次医療圏が、都道府県ごとにそれぞれ設定されている。 

医療情報システム カルテ情報・医療機関情報などを電子的に記録・保存し、必要に応じて活

用可能としたシステム。 

医療的ケア児 ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たん

の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害のある子どもの

こと 

院外処方 病院などの医療機関で外来受診した患者に対し、受診した医療機関外の

薬局で薬剤を渡す仕組み。 

栄養サポートチーム

（ＮＳＴ） 

Nutrition Support Team の略。栄養状態の悪い患者に対して、各専門スタ

ッフがそれぞれの知識や技術をもってチーム医療により栄養支援を行う。 

オーダリングシステム 検査・処方等の医療現場の医師によるオーダを電子化するシステムのこ

と。 

【か行】 

看護体制 医療機関が患者看護のために採用している組織体制。診療報酬上は、入

院基本料等に応じた看護職員配置に係る算定要件が示されている。例えば、

障害者施設等入院基本料(7 対 1 入院基本料)では、看護体制 7 対 1 とし

て、患者 7 名に対して、看護師 1 名以上配置することが義務付けられている。 

カンファレンス 日々の医療看護の問題点、治療上の問題点について意見を出し合い、解

決策を見つけるために行う会議。 

義肢装具士 義肢装具士法で定められた国家資格。医師の指示のもとに義肢・装具の

装着部位の採型・製作等を行う専門職。 

言語聴覚士（ST） Speech therapist の略。言語聴覚士法に基づく医学的リハビリテーション技

術者の国家資格。音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人の機能の維

持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、

指導その他の援助を行う専門医療従事者。 

検診 病気の有無を調べるために診察や検査をすること。 

高次脳機能障害 脳の損傷により生じる認知・行動機能の障害。事故による頭部外傷や脳血

管障害などの脳の疾病、感染症や薬物・アルコールによる中毒など、さまざま
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な原因によって脳が損傷を受け、言語・思考・記憶・行為などの認知・行動機

能に生じる障害。 

急性期・回復期・慢

性期 

「急性期」は、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する時期。「回復

期」は、急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーショ

ンを提供する時期。「慢性期」は、長期にわたり療養が必要な患者を入院させ

る時期。 

公認心理師 公認心理師法に基づく国家資格。心理に関する支援を要する者に対して、

心理状態の観察・分析、助言・指導等を行う専門職。 

【さ行】 

再生可能エネルギ

ー 

太陽光・風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続

的に利用することができると認められるもの。 

作業療法士（OT） Occupational therapist の略。理学療法士及び作業療法士法に基づく医学

的リハビリテーション技術者の国家資格。医師の指示の下に、身体又は精神

障害のある人に、手芸工芸、その他の作業を行わせ、主としてその作業能力

や社会適応能力の回復を図ることを業務内容とする専門医療従事者。 

365 日リハビリテーシ

ョン 

平日だけに限らず土曜・日曜・祝日を含めた 365 日体制で提供されるリハ

ビリテーション。 

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うこ

と。 

実施設計 基本設計に基づいて、工事の実施および工費の内訳明細書の作成ができ

る段階まで、設計図書を明細化する設計作業。 

指定管理者制度 多様化する住民ニーズに、より効率的・効果的に対応していくため、公の施

設の管理を民間事業者等に行わせて、住民サービスの向上を図るとともに経

費の削減等を図る制度。 

視能訓練士 視能訓練士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。医師

の指示の下に、両眼視機能に障害のある人に両眼視機能の回復のための矯

正訓練及びこれに必要な検査を行う専門医療従事者。 

什器 日常使用の家具・道具。デスクや椅子などの執務用品、応接セット、棚やロ

ッカーなどの収納用具など。 

重 症 心 身 障 害 児

（者） 

発達期までに生じた重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持つ状態

にある子ども（成人）。 

就労移行支援 企業など通常の事業所での就労を希望する障害のある人に対して、一般

就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合っ

た職場探し、就労後の職場定着のための支援を行うこと。 

就労定着支援 一般就労へ移行した障害のある人について、就労に伴う生活面の課題に

対し、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行うこと。 

省エネルギ― 石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源がなくなってしまうこと

を防ぐため、エネルギーを効率よく使うこと。 

障害者手帳 身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害（視覚、聴覚、平衡、音

声・言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、

小腸、免疫、肝臓）があるものに対して、都道府県知事、指定都市市長又は

中核市市長が交付する手帳。税の控除・減免やＪＲ運賃の割引等の援護措

置を受けることができる。 
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自立訓練（機能訓

練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維

持、向上のために必要な訓練を行うこと。 

自立訓練（生活訓

練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維

持、向上のために必要な支援、訓練を行うこと。 

自立支援医療（更生

医療） 

身体に障害のある人が、障害の程度を軽くしまたは取り除き、あるいは障害

の進行を防いで職業上、及び日常生活の便宜を増すために必要なとき受ける

公費負担医療であり、障害者総合支援法に規定されている。 

精神科ショート・ケア 精神疾患を有する患者の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の

回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療

するもの。 

脊髄損傷 脊椎の脱臼や骨折によって脊髄が圧迫されることによって起こる病態。完

全麻痺と不完全麻痺があり、損傷された脊髄から遠位の運動・知覚の障害が

出る。完全麻痺では下肢が全く動かず（頸椎では四肢が全く動かない）、感覚

もなくなる。 

【た行】 

短期入所 居宅においてその介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者支援施

設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害のある人等につ

き、その施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介

護その他の必要な支援を行う障害者総合支援法による給付対象サービス。 

地域医療構想 将来人口推計をもとに 2025 年に必要となる病床数（病床の必要量）を医

療機能ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能

分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取り組み。2014 年 6

月に成立した「医療介護総合確保推進法」により制度化された。 

地域医療構想調整

会議 

都道府県が医療法の規定に基づき開催する会議の一つで、地域医療構

想を推進するために必要な協議を行うことを目的としている。  

委員は医療関係者、保険者等で構成され、構想区域（千葉県では２次保

健医療圏に一致。）ごとに開催される。 

地域リハビリテーショ

ン広域支援センター 

地域におけるリハビリテーション関係機関相互の連携を図るとともに、関係

機関への相談、援助、研修等を行う機関。二次保健医療圏ごとに 1 カ所指定

されている。 

チーム医療 医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・栄養士などが、それぞれの専門知

識や技術を生かし、協力して行う治療。 

鉄筋コンクリート造 鉄筋を組んだ周りを型枠で囲みコンクリートを流し込んでつくる工法。

Reinforced Concrete を略して、RC 造ともいう。 

鉄骨鉄筋コンクリート

造 

鉄骨の骨組みの周りに鉄筋を組んでコンクリートを流し込む工法。Steel 

Reinforced Concrete を略して、SRC 造ともいう。 

【な行】 

脳血管障害 外傷によらず発生する脳血管の障害。脳血管疾患ともいう。脳梗塞、脳出

血、くも膜下出血（脳卒中）のほか、もやもや病、高血圧性脳症などもこれに含

まれる。 

脳卒中 脳血管の閉塞や破綻によって脳機能に障害がおこる疾患であり、脳梗塞、

脳出血、くも膜下出血に大別される。 
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【は行】 

バックヤードスペース 診察室等の裏手の準備・器材保管などのためのスペース。 

バリアフリー 身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように商品を作ったり

建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの。 

病床利用率 病床数を入院患者数で除した割合。病床の利用状況を示す指標。 

福祉用具 日常生活に支障のある障害者や要介護者・要支援者の生活の便宜を図る

ための用具、及び機能訓練のための用具。 

補装具 身体障害者の身体的・機能的障害を補う装具。盲人安全杖、補聴器、義

肢、車椅子などがある。 

【や行】 

ユニバーサルデザイ

ン 

年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、で

きるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した環境、建物・施

設、製品等のデザインをしていこうとする考え方。 

【ら行】 

ライフサイクルコスト 企画から設計、建設工事、運営費、維持修繕費から取壊しまでの建物の

生涯に係る全ての費用。 

ランニングコスト 運営費・医事修繕費などの保全（施設管理）費用。 

理学療法士（PT） Physical therapist の略。理学療法士法及び作業療法士法に基づく医学的

リハビリテーション技術者の国家資格。身体に障害のある人に対し、その基本

的動作能力の回復を図るため、体操、電気的な刺激、マッサージ、温熱等の

物理的な刺激を加えるリハビリテーションを行う専門医療従事者。 

利用率 定員数を利用者数で除した割合をいう。施設の利用状況を示す指標であ

る。 

療育 「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味し、障害のある子ども及びそ

の家族、障害に関して心配のある人等を対象として、障害の早期発見・早期

治療又は訓練等による障害の軽減や基礎的な生活能力の向上を図るため、

相談、指導、診断、検査、訓練等の支援を行なうこと。 

療育手帳 知的障害のある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助

措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所におい

て知的障害と判定されたものに対して、都道府県知事、指定都市市長が交

付する手帳。 

レスパイト 障害のある人の家族を一時的に障害のある人の介護から解放することによ

って、日ごろの心身の疲れを癒し、休息できるようにすること。 

ローリング方式 建設工事と既存建物の解体工事を繰り返す、段階的な建替え方式。 

【英語】 

ADL Activities of Daily Living の略。日常生活動作。食事や排泄、移動、入浴

等の日常生活を営むための基本的な動作。 

IS 値 Seismic Index of Structure の略。構造耐震指標。地震力に対する建物の

強度、靱性（じんせい：変形能力、粘り強さ）を考慮し、建築物の階ごとに算出

する。 
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OA 機器 Office Automation の略。オフィスにおける事務処理を省力化・効率化する

機器。例えば、パソコン・プリンター・FAX など。 

RC 造 Reinforced Concrete の略。鉄筋コンクリート造ともいう。鉄筋を組んだ周り

を型枠で囲みコンクリートを流し込んでつくる工法。 

 

 

 

 

 
 

 


